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はじめに 

 

 我が国の、障がいのある子どもとその保護者及び教育委員会等の関係機関等を取

り巻く環境は、共生社会の形成に向けた大きな変化の中にあります。  

 学校教育は、障がいのある子どもの自立と社会参加を目指した取組を含め、「共生

社会」の形成に向けて、重要な役割を果たすことが求められています。そのために

もインクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進が必要となり

ます。  

 このような中、平成２５年９月の学校教育法施行令の一部改正により、障がいの

ある児童生徒の就学先を決定する仕組みが改められました。同年１０月に文部科学

省が「教育支援資料」を作成し、インクルーシブ教育システムの構築の視点に立っ

た、教育相談・就学先決定のプロセスが示され、今後の教育相談・就学相談のあり

方が具体的に記されました。  

 さらに、令和３年１月には、「「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者

会議報告」がとりまとめられ、我が国の特別支援教育に関する方向性が改めて示さ

れました。同有識者会議報告を踏まえ、「教育支援資料」の内容について、障がいの

ある子どもの就学先となる学校（小中学校等、特別支援学校）や学びの場（通常の

学級・通級による指導・特別支援学級）の適切な選択に資するよう改訂が行われ、

就学に係る一連のプロセスとそれを構成する一つ一つの取組の趣旨を、就学に関わ

る関係者のすべてに理解してもらうために、「障害のある子供の教育支援の手引」と

名称が改定されました。  

この新たな手引では、障がいのある子どもの「教育的ニーズ」を整理するための

考え方や、就学先となる学校や学びの場を判断する際に重視すべき事項等の記載を

充実するなど、障がいのある子どもやその保護者、市町村教育委員会を始め、多様

な関係者が多角的、客観的に参画しながら就学を始めとする必要な支援を行う際の

基本的な考え方が記載されています。  

今後も、「相談支援ファイル」や「個別の教育支援計画」を作成・活用しながら、

早期からの教育相談や就学相談を行うことにより、就学期における本人・保護者と

市町村教育委員会、学校等が、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を図っ

ていくことが重要です。さらに、就学後も子ども一人一人の発達の程度、適応の状

況、学校の環境等を勘案しながら、随時、最も適切な「学びの場」について検討し

ていくことが重要となります。  

 このような国の動向を受け、本県におけるインクルーシブ教育システムの推進と

諸制度等の変更に対応するため、本手引きの改訂を行うことにしました。  

 

令和７年４月  

宮崎県教育委員会   
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Ⅰ  就学事務を行う上での留意事項  

１  就学先の決定の在り方  

平成 25 年９月の学校教育法施行令の改正により、就学先となる学校や学び

の場の判断・決定に当たっては、障がいのある子どもの障がいの状態のみに着

目して画一的に検討を行うのではなく、子ども一人一人の教育的ニーズ、学校

や地域の状況、保護者や専門家の意見等を総合的に勘案して、個別に判断・決

定する仕組みへと改められました。特に、その際、子ども一人一人の障がいの

状態等を把握して教育的ニーズを明確にし、具体的にどのような支援の内容が

必要とされるかということを整理することが重要となります。そして、自立と

社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供

できる就学先となる学校や学びの場について、教育支援委員会等において検討

を行うとともに、市町村教育委員会が総合的な判断を行い、本人及び保護者、

教育委員会及び学校との合意形成を進めた上で、最終的には市町村教育委員会

が決定することとなります。こうした一連のプロセスとそれを構成する一つ一

つの取組の趣旨を、就学に関わるすべての関係者が十分に理解することが重要

です。  

市町村教育委員会は、就学先となる学校や学びの場の検討に当たり、教育

学、医学、心理学等の専門家の意見を聴取することが必要であり、教育支援委

員会等にそれぞれの専門家が参加して多角的、客観的に検討を行うことが必要

です。なお、専門家からの意見聴取は、市町村教育委員会による就学先となる

学校や学びの場の総合的な判断に資するように実施されるものであり、就学先

を決定するのは、教育支援委員会等ではなく、あくまでも市町村教育委員会で

あることに留意することが必要です。  

障がいのある子どもの教育に関する基本的な方向性としては、障がいのある

子どもと障がいのない子どもが、可能な限り同じ場で共に学ぶことを目指すべ

きです。その場合には、それぞれの子どもが、授業内容が分かり学習活動に参

加している実感・達成感をもちながら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力

を身に付けていけるかどうかが最も本質的な視点です。  

２  就学後の学びの場の柔軟な見直し  

就学時に、小学校段階６年間、中学校段階３年間の学校や学びの場が固定さ

れてしまうわけではありません。就学後の学びの場をスタートにして、可能な

範囲で学校卒業までの子どもの育ちを見通しながら、小学校段階６年間、中学

校段階３年間の就学先となる学校や学びの場の柔軟な見直しができるようにし

ていくことが必要です。  

そのためには、子ども一人一人の発達の程度、適応の状況、各教科等の学習

の習得状況、自立活動の指導の状況、交流及び共同学習の実施時間数の状況等

を勘案しながら、学びの場の変更や転学ができることを、保護者を含めたすべ
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ての関係者が共通理解することが重要です。その上で、市町村教育委員会が定

期的に教育相談を実施し、個別の教育支援計画や個別の指導計画に基づく関係

者による会議などを行い、それらの計画を適切に評価しながら、対象となる子

どもの教育的ニーズの整理と必要な支援の内容を検討・確認し、必要に応じて

教育支援委員会等の助言を得つつ、就学先となる学校や学びの場の柔軟な見直

しに努めていく必要があります。  

なお、この場合においても、本人及び保護者と市町村教育委員会や学校等間

で就学先となる学校や学びの場の変更について合意形成が図られた後、最終的

には市町村教育委員会が、子どもの就学先となる学校や学びの場の変更を決定

します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（引用）障害のある子供の教育支援の手引  

～子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて～  

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課  令和 3 年 6 月  
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３  教育の対象となる障がいの種類と程度  

⑴  特別支援学校  

特別支援学校における教育の対象となる子どもの障がいの程度については、

学校教育法施行令第 22 条の 3 に定められています。  

 

（視覚障害者等の障害の程度）                                  

第 22 条の３  法第 75 条の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、

肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。    

区  分  障 害 の 程 度  

視覚障害者  

 両眼の視力がおおむね 0.3 未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度の

もののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認

識が不可能又は著しく困難な程度のもの  

聴覚障害者  

 両耳の聴力レベルがおおむね 60 デシベル以上のもののうち、補聴器等の

使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のも

の  

知的障害者  

一  知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに

頻繁に援助を必要とする程度のもの  

二  知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会

生活への適応が著しく困難なもの  

肢体不自由者  

一  肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活にお

ける基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの  

二  肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医

学的観察指導を必要とする程度のもの  

病  弱  者  

一  慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の

状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの  

二  身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの  

 備考                                                           

一  視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものにつ

いては、矯正視力によって測定する。                

二   聴力の測定は、日本産業規格によるオージオメータによる。  

 

⑵  特別支援学級、通級による指導  

障がいのある児童生徒を小・中学校の特別支援学級及び通級による指導にお

いて教育する場合のその教育の対象となる障がいの程度については、「障害の

ある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について」（平成 25 年 10

月 4 日付け 25 文科初第 756 号文部科学省初等中等教育局長通知）に示され

ています。  

 

 

3



①  特別支援学級の対象者  

区  分  障  害  の  程  度  

知的障害者  
  知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通に軽度の困難があり日常生活を

営むのに一部援助が必要で、社会生活への適応が困難である程度のもの  

肢体不自由者  
補装具によっても歩行や筆記等日常生活における基本的な動作に軽度の

困難がある程度のもの  

病弱者及び  

身体虚弱者  

一  慢性の呼吸器疾患その他疾患の状態が持続的又は間欠的に医療又は生

活の管理を必要とする程度のもの  

二  身体虚弱の状態が持続的に生活の管理を必要とする程度のもの  

弱視者  
拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難な

程度のもの  

難聴者  補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度のもの  

自閉症・  

情緒障害者  

一  自閉症又はそれに類するもので、他人との意思疎通及び対人関係の形成

が困難である程度のもの  

二  主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので、社会生活へ

の適応が困難である程度のもの  

 

②  通級による指導の対象者  

区  分  障  害  の  程  度  

言語障害者  

口蓋裂、構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のある者、吃音

等話し言葉におけるリズムの障害のある者、話す、聞く等言語機能の基礎

的事項に発達の遅れがある者、その他これに準じる者（これらの障害が主

として他の障害に起因するものではない者に限る。）で、通常の学級での

学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの  

自閉症者  
自閉症又はそれに類するもので、通常の学級での学習におおむね参加で

き、一部特別な指導を必要とする程度のもの  

情緒障害者  
主として心理的な要因による選択性かん黙等があるもので、通常の学級

での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの  

弱  視  者  

拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が困難

な程度の者で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導

を必要とするもの  

難  聴  者  

補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度の者

で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とす

るもの  

学習障害者  

全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する

又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示すも

ので、一部特別な指導を必要とする程度のもの  

注意欠陥  

多動性障害者  

年齢又は発達に不釣合いな注意力、又は衝動性・多動性が認められ、社会

的な活動や学業の機能に支障をきたすもので、一部特別な指導を必要とす

る程度のもの  

肢体不自由者、  

病弱者及び  

身体虚弱者  

肢体不自由、病弱又は身体虚弱の程度が、通常の学級での学習におおむ

ね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの  
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4 特別支援学校の概要及び連絡先  

⑴  特別支援学校の概要  

県内の 13 校の特別支援学校（うち分校１校）の概要は次のとおりです。  

（令和６年 5 月現在）  

障がい種別  学   校   名  

設  置  学  部  

寄
宿
舎 

ス
ク
ー
ル
バ
ス 

幼
稚
部 

小
学
部 

中
学
部 

高
等
部 

専
攻
科 

視覚障がい  明星視覚支援学校  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

聴覚障がい  都城さくら聴覚支援学校  ○  ○  ○  ○   ○   

知的障がい  みなみのかぜ支援学校   ○  ○  ○    ○  

聴覚障がい  

知的障がい  

肢体不自由  

延岡しろやま  

支援学校  

聴覚障がい教育部門  ○  ○  ○    

○  ○  知的障がい教育部門   ○  ○  ○   

肢体不自由教育部門   ○  ○  ○   

知的障がい  

及び  

肢体不自由  

みやざき中央支援学校   ○  ○  ○   ○  ○  

日南くろしお支援学校   ○ ○ ○   ○  

都城きりしま支援学校   ○  ○  ○    ○  

小林こすもす支援学校   ○  ○  ○    ○  

日向ひまわり支援学校   ○  ○  ○    ○  

児湯るぴなす支援学校   ○  ○  ○    ○  

延岡しろやま支援学校高千穂校     ○     

肢体不自由  

（病   弱）  
清武せいりゅう支援学校   ○  ○  ○    ○  

病    弱  赤江まつばら支援学校  ○  ○  ○  ○     
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⑵  特別支援学校の連絡先  

№  学  校  名  電話番号  郵便番号  所   在   地  

１  明 星 視 覚 支 援 学 校  0985-39-1021 880-0121 宮崎市大字島之内 1390 

２  都城さくら聴覚支援学校  0986-22-0685 885-0094 都城市都原町 7430 

３  みやざき中央支援学 校  0985-39-1633 880-0121 宮崎市大字島之内 2100 

４  赤江まつばら支援学 校  0985-56-0655 880-0911 宮崎市大字田吉 4977-371 

５  みなみのかぜ支援学 校  0985-85-7851 889-1601 宮崎市清武町木原 4257-6 

６  日南くろしお支援学 校  0987-23-9212 887-0034 日南市大字風田 4030 

７  都城きりしま支援学 校  0986-25-1878 885-0092 都城市南横市町 7097-2 

８  
小林こすもす  

支援学校  

(小学部) 0984-23-5177 886-0001 小林市東方 3216 

(中学部) 0984-23-8887 886-0001 小林市東方 3094-2 

(高等部) 0984-24-5508 886-0007 小林市真方 124 

９  日向ひまわり支援学 校  0982-54-9610 883-0033 日向市大字塩見 12161 

10 児湯るぴなす支援学 校  0983-33-4207 889-1401 児湯郡新富町大字日置 1297 

11 清武せいりゅう支援学校  0985-85-6641 889-1601 宮崎市清武町木原 4257-9 

12 延岡しろやま支援学 校  0982-29-3715 882-0802 延岡市野地町 3 丁目 3477-2 

13 
延岡しろやま支援学校  

高 千 穂 校 （ 高 等 部 ）  
0982-73-1077 882-1101 

西臼杵郡高千穂町大字三田井  

1234 

 

⑶  特別支援学校への入学・転学する場合の学校見学や教育相談  

特別支援学校に入学・転学を希望する場合、小・中学校等に在籍している児童

生徒については、現在在籍している学校に相談をしてください。  

就学前の幼児については、希望する特別支援学校に連絡を取ってください。た

だし、年長児（次年度、小学校・小学部に入学）については、特別支援学校に連

絡をする前に、市町村教育委員会の就学担当者に連絡し、市町村の就学相談につ

いての説明を受けるようにしてください。  

特別支援学校に入学・転学する場合、事前に特別支援学校の学校見学と教育相

談を受ける必要があります。特別支援学校の学校見学と教育相談は、本人と保護

者が特別支援学校の教育内容を正しく知る機会となり、新しい環境に慣れる第一

歩となります。また、特別支援学校としては、本人の様子を知ることで、入学・

転学の準備をスムーズに進めることができます。  
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５  特別支援学校へ入学する場合の手続  

⑴  小学校就学前の幼児の特別支援学校への入学について  

小学校就学予定者のうち、視覚障がい者、聴覚障がい者、知的障がい者、肢

体不自由又は病弱者（身体虚弱者を含む。）（以下、視覚障がい者等という。）

で、学校教育法施行令第 22 条の 3 に規定する程度に該当し、市町村の教育委

員会が、その者の障がいの状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域にお

ける教育の体制の整備の状況、その他の事情を総合的に検討した結果により、

特別支援学校に就学させることが適当であると認められた小学校就学前の幼児

については、小学校入学の 3 か月前（12 月 31 日）までに、県教育委員会に特

別支援学校への就学についての通知を行わなければなりません。詳しい手続き

の流れについては、「Ⅲ  手続要領」の「１  満６歳になった者が、特別支援

学校に就学するときの手続」をご覧ください。  

 

⑵  小学校卒業後の特別支援学校中学部への入学について  

   小学校等に在籍している学齢児童（６年）のうち、視覚障がい者等で、学校

教育法施行令第 22 条の 3 に規定する程度に該当し、市町村の教育委員会が障

がいの状態等を総合的に検討した結果により、翌学年から特別支援学校に就学

させることが適当であると認められた児童については、上記⑴「未就学児の特

別支援学校への入学について」に準じた手続となります。詳しい手続きの流れ

については、手続要領の「２  小学校を卒業する者が、特別支援学校中学部へ

就学するときの手続」をご覧ください。  
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Ⅱ 就学手続Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ１ 転学日の設定について教えてください。 

※ 転出と転入を合わせて「転学」としています。 

 

 小・中学校等に在籍する学齢児童生徒が、特別支援学校へ在籍を変更する場合には、

小・中学校等を転出する日付と特別支援学校へ転入する日付について、当該市町村教育委

員会と特別支援学校間で事前の調整が必要です。 

 したがって、小・中学校等から特別支援学校への転学が分かった時点で、当該市町村教

育委員会は、特別支援学校へその旨を連絡し、受入の確認をした後に転学の日付を決定し

ます。 

 病院等の医療機関への入退院に伴って学校の転学の日付を決める場合は、診断書の入退

院の日付をもとに当該市町村教育委員会と特別支援学校間で協議し、転学の期日を決定し

ます。 

 転学日の設定については、原則として、転出日と転入日の間を空けないことに留意する

必要があります。これは、当該児童生徒の学籍の空白をさけるためです。県外の学校間の

転学の場合は、市町村の役所（役場）での住民票異動の手続や引越しなどに伴う移動日等

を考慮して、適切に転学の日付を設定することになります。 

 転学の予定日が、休日あるいは祝祭日にかかる場合でも、原則として問題はありません。 

 

（休日をはさんだ転学の事例） 

8月 29日（金）……Ａ校を去った日(最後に登校した日)  

30日（ ） 

      31日（ ） ……Ａ校の最終在籍日（転出日） 

※指導要録の（ ）内に記入 

※指導要録の下段に記入 

   9月 1日（月）……Ｂ特別支援学校の受入日（転入日） 

              ※「転入日」が基本となって、「転出日」が決定されます。 

 

（指導要録の記入例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転学・退学等 
（令和７年 8月 29日） 

令和７年 8月 31日 

←Ａ校を去った日を記入 

←転出日（Ｂ特別支援学校へ転入した日の

前日を記入） 
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Ｑ２ 県外の特別支援学校等への就学手続について教えてください。 

 

 県外の特別支援学校等への就学については、次の場合があります。 

 

    A  県外への転居（住民票の異動を伴う）の場合 

 

B  手術・入院等のため、県外の特別支援学校等へ就学する（住民票の異動を伴わ

い）場合 

   ① 都道府県立特別支援学校への転学 

   ② 市区町村立特別支援学校及び小・中学校院内学級への就学 

 

「Ａ」の場合 

  転出先の市区町村で就学に関する手続を行うことになります。 

県外の特別支援学校等への就学希望があることが分かった時点で、市町村教育委員会か

ら県教育委員会特別支援教育課へ御連絡ください。転出先の都道府県教育委員会に事前に

連絡をします。 

 なお、住民票の異動を伴う県外への転居の場合、通知等は必要ありません。 

※特別支援学校に在籍の場合は、特別支援学校からの転出通知（様式１５）の提出が必要

です。 

 

「Ｂの①」の場合 

 区域外就学の手続が必要になります。 

市町村教育委員会（特別支援学校に在籍の場合は学校長）は、転出先の都道府県教育長

に宛てた保護者の区域外就学の願(様式２６)に、学齢簿及び関係書類を添えて、本県教育

委員会に提出ください。 

  

「Ｂの②」の場合 

 区域外就学の手続が必要になります。 

 他都道府県の市区町村立特別支援学校及び小・中学校院内学級等へ就学する場合は、市

区町村教育委員会間の手続となりますので、転出先の市区町村教育委員会に直接、連絡し

てください。 

 特別支援学校に在籍の場合は、学校長が県教育委員会へ通知（様式１５）し、県教育委

員会からの通知を受けて、市町村教育委員会間で手続を行い、市町村教育委員会は「区域

外就学」に関する書類の写しを県教育委員会に提出ください。 
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 基本的には、慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状

態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの、又は、身体虚弱の状態が継続し

て生活規制を必要とする程度のものが特別支援学校の対象になります。 

  宮崎大学医学部附属病院や県立宮崎病院に入院中の学齢児童生徒の教育は、清武せいり

ゅう支援学校の訪問教育の対象となります。ここでは、小・中学校の児童生徒を対象に、

週３回２時間の教科の授業を行っています。 

短期の入院や治療等を優先するもの等、場合によっては、病院の判断で特別支援学校に

転学しないことも考えられます。また、転学せず、遠隔教育（同時双方向型、オンデマン

ド型）を受けることも選択肢の一つとなりますので、まずは、在籍している学校及び特別

支援学校に相談してください。 

 

（参考） 

 独立行政法人国立病院機構宮崎病院や愛泉会日南病院に入院している児童生徒につい

ては、児湯るぴなす支援学校や日南くろしお支援学校の教員を病院に派遣して訪問教育

を実施しています。上記以外の病院に入院中の児童生徒については、県教育委員会特別

支援教育課へご相談ください。 

 

 

Ｑ４ 特別支援学校に在籍する者の氏名や住所等に変更が生じた場合は、どうすれ

ばよいですか。 

 

 学校教育法施行令第１３条（学齢簿の加除訂正の通知）に、特別支援学校に在籍する者

の学齢簿の加除訂正をしたときは、市町村の教育委員会は、県教育委員会に対し、その旨

を通知しなければならないことが示されています。 

  特別支援学校においては、加除訂正のあった学齢簿を基に、指導要録の記載事項の訂正

を行うこととなります。 

  したがって、学齢簿の記載事項に加除訂正があった場合、様式４２及び様式４３で通知

を行います。 

 

 

Ｑ５ 特別支援学校小学部又は中学部の全課程を修了した場合の手続について、教 

 えてください。 

 

 学校教育法施行令第２２条（全課程修了者の通知）に、特別支援学校の学齢児童生徒の

うち、特別支援学校の小学部若しくは中学部の全課程を修了した者があるときは、特別支

援学校の校長は、その者の氏名を、様式４４により当該児童生徒の居住する市町村の教育

委員会に通知しなければならないことが示されています。 

Ｑ３ 宮崎大学医学部附属病院や県立宮崎病院に入院中にはどのような教育が受け

られますか。  
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Ⅲ 手続要領 

 
〇 添付書類について 

各通知には、資料として以下のような添付書類が必要です。 
【障がいの状態を示す資料】 
（学校教育法施行令第 22 条の３の規定に該当することを示す資料等） 
① 障害者手帳（身体障害者手帳又は療育手帳）又は診断書の写し 
② 市町村教育支援委員会等の判断資料又は個人調書（様式６） 
③ 校内教育支援委員会等の資料など、校内での就学についての判断資料 

 ※ 病弱特別支援学校への就学及び入院等による転学の場合、診断書を添付する。 
【その他】 
④ 学齢簿の謄本 
⑤ 在学証明書 

※ 添付書類の提出に関しては、次のことに留意してください。 
（１）保護者の同意書や確約書を求めることは行わないこと。 
（２）児童相談所による指導方針書の写しは提出しないこと。 
（３）障害者手帳は、特別支援学校への就学を目的とした取得を勧めることがない

ようにすること。 

 
〇 手続要領の概要 
手続 

要領 
概   要 頁 

 
１ 
２ 

【特別支援学校への就学】 
満 6 歳になった者が、特別支援学校に就学するとき 
小学校を卒業する者が、特別支援学校中学部へ就学するとき 

 
14 
15 

 
３ 
４ 
５ 

【小・中学校等から特別支援学校への転学】 
新たに視覚障がい者等となり、特別支援学校へ転学するとき  
障がいの状態等の変化により、特別支援学校へ転学するとき 
就学義務の猶予又は免除の取り消しの申し出があり、特別支援学校へ就学
するとき 

 
16 
17 
18 

 

 
６ 
 
７ 

【特別支援学校から小・中学校等への転学】 
視覚障がい者等でなくなり、小・中学校等へ転学するとき 
（※県外へ転出する場合の手続も含む） 
障がいの状態等の変化により、小・中学校等へ転学するとき 

 
19 

 
20 

８ 
(1) 

 
(2) 

【特別支援学校間を転校するとき】 
同一市町村内での転居又は住所はそのままで、他の特別支援学校へ転校す
るとき 
県内の他市町村へ住所を異動し、転校するとき 

 
21 

 
22 

（注）手続要領中、次の語句は、略して書いたものである。 
 施行令 ‥‥‥‥‥‥ 学校教育法施行令 

視覚障がい者等 ‥‥ 視覚障がい者、聴覚障がい者、知的障がい者、肢体不自由者又は
病弱者で、学校教育法施行令の第22条の３に定める障がいの程
度の者 

認定特別支援学校就学者 ‥‥ 視覚障がい者等で、市町村教育委員会が特別支援学校に
就学させることが適当であると認める者 
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９ 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

【特別支援学校に関する区域外就学】 
小・中学校等の児童生徒が、住所はそのままで、他の都道府県立特別支援
学校に就学するとき 
特別支援学校の児童生徒が、住所はそのままで、他の都道府県立特別支援
学校に就学するとき 
特別支援学校の児童生徒が、住所はそのままで、他都道府県の市区町村立
特別支援学校又は小・中学校院内学級等に就学するとき 
他都道府県に住所のある児童生徒が、本県の特別支援学校に区域外就学す
るとき 

 
23 

 
24 

 
26 

 
27 

10 
(1) 

 
(2) 

 
 

(3) 

【特別支援学校への区域外就学の終了】 
本県から他都道府県の特別支援学校に区域外就学をしている児童生徒が
退学するとき 
本県から他都道府県の市区町村立特別支援学校又は小・中学校院内学級等
に区域外就学している児童生徒が退学し、本県の特別支援学校に転入する
とき 
他都道府県から本県の特別支援学校に区域外就学している児童生徒が退
学するとき 

 
28 

 
29 

 
 

30 

11 【他都道府県からの転入】 
他都道府県の特別支援学校に在学している児童生徒が、本県へ住所を異動
して転校するとき 

 
31 

12 【特別支援学校に就学する児童生徒の学齢簿の記載の変更又は訂正】 
保護者、児童生徒の住所や氏名等に変更があった場合 
（※県内の異なる市町村間での異動があった場合も含む） 

 
32 

 
13 
14 

【その他】 
特別支援学校小学部又は中学部の全課程を修了した者の通知 
出席が良好でない児童生徒についての通知 

 
33 
34 
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（視覚障がい者等で、認定特別支援学校就学者である者） 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
① 市町村教育委員会は、新入学者のうち認定特別支援学校就学者について、県教育 
委員会に対し１２月３１日までに、その氏名と特別支援学校に就学させるべき旨を 
通知する。 

  なお、その者の学齢簿の謄本及び障がいの状態を示す資料等を添付する。 
就学の理由が病気による場合や入院による転学の場合は、診断書も添付する。 

          （様式 １）（様式 ６） 
 
② ①の通知を受けた県教育委員会は、その児童の保護者に対し、１月３１日までに、 
就学させるべき学校名とその入学期日を通知する。         （様式 ３） 

 
③ 県教育委員会は、②の通知と同時に、その児童の住所の存する市町村教育委員会 
に対し、就学する児童の氏名、就学する学校名及び入学期日を通知する。      
                                    （様式 ４） 

 
④ 県教育委員会は、②の通知と同時に、就学させるべき特別支援学校の校長に対し、 
就学する児童の氏名と入学期日を通知する。            （様式 ５） 

 
 
※ 市町村教育委員会は、学齢簿作成後、住所変更により新たに学齢簿に記載された満６歳 
児のうち、視覚障がい者等で認定特別支援学校就学者である者について、施行令第 11 条 
の３第 1 項により県教育委員会に対し、速やかにその氏名と特別支援学校に就学させるべき
旨を通知する。（様式 ２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 満６歳になった者が、特別支援学校に就学するときの手続 

②（施行令第１４条 第１項・２項） 

市町村教委 市町村教委 県教委 

保 護 者 

特 別 支 援 

学 校 長 

③（施行令第１５条 第１項・２項） 

④（施行令第１５条 第１項） 

（施行令第１１条 第１項・２項） 

（教育事務所経由） 

① 
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２ 小学校等を卒業する者が、特別支援学校中学部へ就学するとき 
の手続 

（小学校を卒業する視覚障がい者等で、特別支援学校中学部に就学する者） 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 小学校に在学する視覚障がい者等で、小学校卒業後、特別支援学校中学部へ就学
する児童がいるときは、その小学校の校長は、速やかに、その児童の住所のある市 
町村教育委員会に対し、その旨を通知する。            （様式 ７） 

 
② ①の通知を受けた市町村教育委員会は、その児童のうち認定特別支援学校就学者 
について、県教育委員会に対し１２月３１日までに、その氏名と特別支援学校に就 
学させるべき旨を通知する。 

  なお、その者の学齢簿の謄本及び障がいの状態を示す資料を添付する。特別支援 
学校と関連する病院等がある場合は、診断書も添付する。 （様式 ８）（様式 ６） 

 
③ ②の通知を受けた県教育委員会は、通知を受けた児童について、１月３１日まで 
に、その保護者に対し、学校名と入学期日を通知する。       （様式 ３） 

 
④ 県教育委員会は、③の通知と同時に、通知を受けた児童について、その児童の住 
所のある市町村教育委員会に対し、その氏名、学校名及び入学期日を通知する。 

（様式 ４） 
 
⑤ 県教育委員会は、③の通知と同時に、通知を受けた児童について、その者が就学 
する特別支援学校の校長に対し、その氏名と入学期日を通知する。  （様式 ９） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小学校長 市町村教委 県教委 

特 別 支 援 

学 校 長 

市町村教委 

保 護 者 

① 
④（施行令第１５条 第１項・２項） 

⑤（施行令第１５条 第１項） 

③（施行令第１４条 第１項・２項） 

（教育事務所経由） 

（施行令第１１条の２） 

② 
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（新たに視覚障がい者等となり、認定特別支援学校就学者である者） 
  
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
① 小・中学校等に在学する児童生徒で、視覚障がい者等になった者があるときは、
その小・中学校等の校長は、速やかに、その児童生徒の住所のある市町村教育委員
会に対し、その旨を通知する。                   （様式 10） 

 
② ①の通知を受けた市町村教育委員会は、その児童生徒のうち認定特別支援学校就 
学者について県教育委員会に対し、速やかに、その氏名と特別支援学校に就学させ 
るべき旨を通知する。 
なお、その者の学齢簿の謄本及び障がいの状態を示す資料を添付する。 
就学の理由が病気による場合や入院による転学の場合は、診断書も添付する。 

（様式 11）（様式 ６） 
 
③ ②の通知を受けた県教育委員会は、通知を受けた児童生徒について、速やかに、 
その保護者に対し、学校名と入学期日を通知する。         （様式 ３） 

 
④ 県教育委員会は、③の通知と同時に、通知を受けた児童生徒について、速やかに、 
その児童生徒の住所のある市町村教育委員会に対し、その氏名、学校名及び入学期 
日を通知する。                         （様式 ４） 

 
⑤ 県教育委員会は、③の通知と同時に、通知を受けた児童生徒について、速やかに、 
その者が就学する特別支援学校の校長に対し、その氏名と入学期日を通知する。 

（様式 １2） 

  
 
（注）転出入に伴う期日の空白がないように設定すること（Q１参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 小・中学校等から特別支援学校への転学手続 

小・中 

学校長 
市町村教委 県教委 

特 別 支 援 

学 校 長 

市町村教委 

保 護 者 
（施行令第１２条 第１項）   （施行令第１２条 第２項） 

④（施行令第１５条 第１項・２項） 

⑤（施行令第１５条 第１項） 

③（施行令第１４条 第１項・２項） 

（教育事務所経由） 

①          ② 
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（障がいの状態等の変化による転学） 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 小・中学校等に在学する視覚障がい者等である児童生徒のうち、その障がいの状 
態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況、そ 
の他の事情の変化（以下「障がいの状態等の変化」という。）により、小・中学校 
等での就学が適当でなくなった者があるときは、その小・中学校等の校長は、速や 
かに、その児童生徒の住所のある市町村教育委員会に対し、その旨を通知する。  
                                  （様式 13） 

 
② ①の通知を受けた市町村教育委員会は、その児童生徒のうち認定特別支援学校就 
学者について県教育委員会に対し、速やかに、その氏名と特別支援学校に就学させ 
るべき旨を通知する。     

  なお、その者の学齢簿の謄本及び障がいの状態等の変化を示す資料を添付する。 
特別支援学校と関連する病院等がある場合は、診断書も添付する。   

（様式 14）（様式 ６） 
 

③ ②の通知を受けた県教育委員会は、通知を受けた児童生徒について、速やかに、 
その保護者に対し、学校名と入学期日を通知する。         （様式 ３） 

 
④ 県教育委員会は、③の通知と同時に、通知を受けた児童生徒について、速やかに、 
その児童生徒の住所のある市町村教育委員会に対し、その氏名、学校名及び入学期 
日を通知する。                         （様式 ４） 

 
⑤ 県教育委員会は、③の通知と同時に、通知を受けた児童生徒について、速やかに、 
その者が就学する特別支援学校の校長に対し、その氏名と入学期日を通知する。 

      （様式 12） 
 
⑥ ①の通知を受けた市町村教育委員会は、その児童生徒について、現に在学す  
 る小・中学校等に引き続き就学させることが適当であると認めたときは、同校  
 の校長に対し、その旨通知する。                 （様式任意） 
 
 
（注）転出入に伴う期日の空白がないように設定すること（Q１参照） 
 
 

４ 小・中学校等から特別支援学校への転学手続 

小・中 

学校長 
市町村教委 県教委 

特 別 支 援 

学 校 長 

市町村教委 

保 護 者 
（施行令第１２条の２ 第１項） （施行令第１２条の２ 第２項） 

④（施行令第１５条 第１項・２項） 

⑤（施行令第１５条 第１項） 

③（施行令第１４条 第１項・２項） 

（教育事務所経由） 

（施行令第１２条の２ 第３項）  

①          ② 

⑥ 
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５ 就学義務の猶予又は免除の取り消しの申し出があった学齢児童 
生徒で特別支援学校就学が適当である者の就学手続 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
① 市町村教育委員会は、就学義務の猶予又は免除を取り消された学齢児童生徒のう 
ち、認定特別支援学校就学者について県教育委員会に対し、速やかに、特別支援学 
校に就学させるべき旨を通知をする。 

  なお、その者の学齢簿の謄本及び障がいの状態を示す資料等を添付する。特別支 
援学校と関連する病院等がある場合は、診断書も添付する。 

（様式 11）（様式 ６） 
 
② ①の通知を受けた県教育委員会は、通知を受けた学齢児童生徒について、速やか 
に、その保護者に対し、学校名とその入学期日を通知する。     （様式 ３） 

 

③ 県教育委員会は、②の通知と同時に、通知を受けた学齢児童生徒について、速や 
かに、その児童生徒の住所のある市町村教育委員会に対し、その氏名、学校名及び 
入学期日を通知する。                      （様式 ４） 

 
④ 県教育委員会は、②の通知と同時に、通知を受けた学齢児童生徒について、速や 
かに、その者が就学する特別支援学校の校長に対し、就学する者の氏名と入学期日 
を通知する。                          （様式 12） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②（施行令第１４条 第１項・２項） 

市町村教委 市町村教委 県教委 

保 護 者 

特 別 支 援 

学 校 長 

③（施行令第１５条 第１項・２項） 

④（施行令第１５条 第１項） 

（施行令第１２条 第２項） 

（教育事務所経由） 

① 
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６ 特別支援学校から小・中学校等への転学手続 

（視覚障がい者等でなくなった者） 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
① 特別支援学校長は、在学する児童生徒で、視覚障がい者等でなくなった者がある 
ときは、速やかに、県教育委員会にそのことを通知する。 

  なお、転学の理由に応じて関係書類（診断書、校内委員会等の判断資料等）を添
付する。                            （様式 15） 

 
② ①の通知を受けた県教育委員会は、通知を受けた児童生徒の住所のある市町村教 
育委員会に対し、速やかに、その氏名と視覚障がい者等でなくなった旨の通知をす 
る。                              （様式 16） 

 
③ ②の通知を受けた市町村教育委員会は、通知を受けた児童生徒について、速やか 
に、その保護者に対し、就学させるべき学校名と入学期日を通知する。     

                                  
④ ②の通知を受けた市町村教育委員会は、通知を受けた児童生徒を就学させる小・ 
中学校長に対し、速やかに、その氏名と入学期日を通知する。  

 
 
（注） 特別支援学校に在学する児童生徒が、県外への転居に伴い、他都道府県の特

別支援学校等へ就学する場合は、①の手続きのみを行い、②以降は行わない。
（県外への転居により学齢簿から削除されるため） 

 

 

 

特別支援 

学 校 長 
市町村教委 県教委 

小 ・ 中 

学 校 長 

保 護 者 
（施行令第６条の２ 第１項） （施行令第６条の２ 第２項） 

③ 

④ 

①        ② 
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７ 特別支援学校から小・中学校等への転学手続 

（障がいの状態等の変化による転学） 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

① 特別支援学校長は、在学する児童生徒でその障がいの状態、その者の教育上必要な支

援の内容、地域における教育の体制の整備の状況、その他の事情の変化（以下「障がい

の状態等の変化」という。）により、小・中学校へ就学することが適当である者がある

ときは、速やかに、県教育委員会にそのことを通知する。 

なお、転学の理由に応じて関係書類（診断書、校内委員会等）の判断資料等を添付す

る。                                （様式 17） 
 

② ①の通知を受けた県教育委員会は、通知を受けた児童生徒の住所のある市町村教育委

員会に対し、速やかに、その氏名と学校から通知があった旨の通知をする。      

                                     （様式 18） 

 

③ ②の通知を受けた市町村教育委員会は、通知を受けた児童生徒について、小・中学校

への就学が適当と判断した場合、当該特別支援学校長と転学日について協議し、速やか

に、その保護者に対し、就学させるべき学校名と入学期日を通知する。         

                             

④ ②の通知を受けた市町村教育委員会は、③の判断をした場合③の通知と同時に、通知

を受けた児童生徒を就学させる小・中学校長に対し、速やかに、その氏名と入学期日を

通知する。 

 

⑤ ②の通知を受けた市町村教育委員会が、通知を受けた児童生徒について、特別支援学

校に引き続き就学させることが適当と判断した場合、速やかに、県教育委員会に対し、

その旨を通知する。                         （様式 19） 

 

⑥ ⑤の通知を受けた県教育委員会は、通知を受けた児童生徒について、速やかに、その

者が在学する特別支援学校の校長に対し、その旨を通知する。      （様式 20） 

 

特別支援 

学 校 長 
 

 

小 ・ 中 

学 校 長 

保 護 者 （施行令第６条の３ 第１項）（施行令第６条の３ 第２項） 

③ 

④ 
（施行令第６条の３ 第４項）（施行令第６条の３ 第３項） 

①        ② 

⑥        ⑤ 

県教委 市町村教委 

19



８ 特別支援学校間を転校するときの手続  

 

⑴ 同一市町村内での転居又は住所はそのままで、他の特別支援学校へ

転校するときの手続  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 特別支援学校に在籍する児童生徒に転校の必要が生じたときは、保護者は、その児童
生徒の在学する学校長を経由して、県教育委員会に、学校指定の変更を申し立てる。な
お、必要に応じて関係書類（診断書、校内就学支援委員会等の資料等）を添付する。 

（様式 21） 

 

② ①の申立を受けた県教育委員会は、その学校指定変更の申立を相当と認めるときは、
それまで指定していた学校を変更し、速やかに、その保護者に対し、学校指定の変更を
通知する。                             （様式 22） 

 

③ 県教育委員会は、②の通知と同時に、児童生徒の住所のある市町村教育委員会に対し、
その氏名、学校名及び入学期日を通知する。              （様式 23） 

 

④ 県教育委員会は、②の通知と同時に、その児童生徒が新たに就学すべき学校長に対し、
その氏名と入学期日を通知する。                   （様式 23） 

 

⑤ 県教育委員会は、②の通知と同時に、その児童生徒が就学していた学校長に対し、そ
の氏名、新たに就学する学校名及び入学期日を通知する。        （様式 23） 

 

 

（注） 

〇 保護者は、満６歳の子どもで特別支援学校等への就学通知を受けた後、就学する
期日までに学校指定に変更の事由が生じたときは、県教育委員会に対し、その旨を
申し立てる。                              （様式 21） 

〇 障がい種の違う学校間の転校に関しては、事前に県教育委員会と協議すること。 
 
 
 
 

③ 

 

保 護 者 
市 町 村 教 委 

県 教 委 

転入するところの学校長 

 

④ 

⑤ 

① 

  

  

 

（学校長経由） 

保 護 者 

これまでいたところの学校長 

 

② 

 

（施行令第１６条）      （施行令第１６条） 
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⑵ 県内の他市町村へ住所を異動し、転校するときの手続  

 

                                                       

 

 
 
 
 
 

① 特別支援学校に在学する児童生徒が、県内の他市町村へ転居するときは、新住所の市

町村教育委員会は、児童生徒の学齢簿を作成する。 

 

② 特別支援学校長は、他の市町村へ転居し、転校を希望する児童生徒について、速やか

に、県教育委員会にそのことを通知する。なお、その者の障がいの状態を示す資料を添

付する。                               （様式 24） 

 

③ ②の通知を受けた県教育委員会は、新住所の市町村教育委員会にその旨を通知する。 

 なお、障がいの状態を示す資料の写しを添付する。           （様式 25） 

 

④ 新住所の市町村教育委員会は、当該児童生徒を認定特別支援学校就学者と認めた場合、

県教育委員会に対し、速やかに、児童生徒の氏名と特別支援学校に就学させるべき旨を

通知する。なお、学齢簿の謄本を添付する。              （様式 11） 

  

⑤ ④の通知を受けた県教育委員会は、通知を受けた児童生徒について、速やかに、その

保護者に対し、学校名と入学期日を通知する。               （様式 ３） 

 

⑥ 県教育委員会は、⑤の通知と同時に、通知を受けた児童生徒について、速やかに、そ

の児童生徒の新住所の市町村教育委員会に対し、その氏名と入学期日を通知する。     

                                                               （様式 ４） 

 

⑦ 県教育委員会は、⑤の通知と同時に、通知を受けた児童生徒について、速やかに、そ

の児童生徒が就学する特別支援学校長に対し、その氏名と入学期日を通知する。       

                                                            （様式 12） 

（注） 
○ ③の通知を受けた市町村教育委員会が、通知を受けた児童生徒について、認定特 
別支援学校就学者と認めない場合は、就学させる小・中学校長に対し、速やかに、 
その氏名と入学期日を通知する。 

○ 障がい種の違う学校への転校に関しては、事前に県教育委員会と協議すること。 
○ 転校しない場合でも、他市町村に住所を異動する場合は、本手続きを行うこと。 

特別支援学校長 

⑤（施行令第１４条 第１項・２項） 

県 

教 

委 

① 

 

 

市 町 村 教 委 

保 護 者 

⑥（施行令第１５条 第１項・２項） 

⑦（施行令第１５条 第１項） 

保 

護 

者 

特別支援学校長 
②

 

 

 

 

 

③ 

県教委 

新住所 

市町村 

教  委 

（連絡） ④ 

③

 

 

 

 

 

③ 

（施行令第１２条 第２項） 
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９ 特別支援学校に関する区域外就学の手続 

 

⑴ 本県に住所のある小・中学校等の児童生徒を、他の都道府県立特別支

援学校に就学させようとするときの手続 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

① 本県に住所のある児童生徒を他の都道府県立特別支援学校に就学させようとする保護

者は、その児童生徒の住所のある市町村教育委員会に診断書等の障がいの状態を示す資

料を添付し「区域外就学承諾願」を申請する。               （様式 26） 

 

② ①の願を受けた市町村教育委員会は、当該児童生徒を認定特別支援学校就学者と認め

た場合、本県教育委員会に区域外就学承諾願を通知する。 

なお、学齢簿の謄本及び障がいの状態を示す資料等を添付する。     （様式 27） 

 

③ ②の通知を受けた本県教育委員会は、その児童生徒が就学を希望する特別支援学校を

設置する他の都道府県教育委員会に対し、その旨を通知する。       （様式 29） 

 

④ 他の都道府県教育委員会から区域外就学の承諾の通知を受けた本県教育委員会は、そ

の児童生徒の住所のある市町村教育委員会に対し、その旨を通知する。     （様式 30） 

 

⑤ ④の通知を受けた市町村教育委員会は、通知を受けた児童生徒の保護者に対し、速や

かに、就学させるべき学校名と入学期日を通知する。    

 

（注） 

〇 他の都道府県教育委員会から直接市町村の教育委員会に区域外就学承諾の通知が 

   あったときは、市町村教育委員会は、本県教育委員会に対し、その旨を通知する。 

〇 他の都道府県の市区町村立特別支援学校及び小・中学校院内学級等への区域外就 

   学については、本手続きによらず、当該市町村教育委員会間で連絡・調整を行う。 

 

 

本  県 

市町村 

教  委 
他の都道府県立特別支援学校長 

（施行令第１７条）（施行令第１３条の２） ④ ⑤ 

（教育事務所経由） 

 

保護者 

 

本 県 

教  委 

本  県 

市町村 

教  委 

 

保護者 

 

本  県 

 

教  委 
他 の 

都道府 

県教委 

③ ② ① 
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⑵ 本県に住所のある特別支援学校の児童生徒を、他の都道府県立特別支 

援学校に就学させようとするときの手続 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 本県に住所のある特別支援学校の児童生徒を他の都道府県立特別支援学校に就学させ

ようとするときは、保護者は特別支援学校長に診断書等の障がいの状態を示す資料を添

付し、「区域外就学承諾願」を申請する。                  （様式 26） 

 

② ①の願を受けた特別支援学校長は、本県教育委員会に区域外就学承諾願を通知する。 

なお、障がいの状態を示す資料を添付する。               （様式 28） 

 

③ ①の願を受けた特別支援学校長は、通知を受けた児童生徒の住所のある市町村教育委

員会に願の写しを通知する。                                      （様式 31） 

 

④ ③の通知を受けた市町村教育委員会は、本県教育委員会に当該児童生徒の学齢簿の謄

本を送付する。                                                   （様式 32） 

     

⑤ ②の通知を受けた本県教育委員会は、その児童生徒が就学を希望する特別支援学校を

設置する他の都道府県教育委員会に対し、その旨を通知する。  

なお、学齢簿の謄本及び障がいの状態を示す資料等を添付する。     （様式 29） 

    

⑥ 他の都道府県教育委員会から区域外の就学承諾の通知を受けた本県教育委員会は、特

別支援学校長に対し、その旨を通知する。                （様式 30） 

                                        

⑦ ⑥の通知を受けた特別支援学校長は、通知を受けた児童生徒の保護者に対し、速やか

に、就学承諾の通知を送付する。    

 

⑧ 本県教育委員会は、⑥の通知と同時に児童生徒の住所のある市町村教育委員会に対し、

その旨を通知する。                          （様式 30） 

 

 

特 別 

支 援 

学校長 
市町村教委 

（施行令第１７条） 

⑥ ⑦ 

（施行令第１３条の２） 

 

保護者 

 

本  県 

教  委 

特 別 

支 援 

学校長 

 

保護者 

 

本  県 

教  委 
他 の 

都道府 

県教委 

⑤ ② ① 

市 町 村 教 委 

③ ④ 

他の都道府県立特別支援学校長 

⑧ 

23



（注） 

○ 他の都道府県の市区町村教育委員会から、直接特別支援学校あるいは市町村の教

育委員会に区域外就学の承諾の通知があったときは、本県教育委員会に対しその旨

を通知する。 

○ 東京都や大阪府、静岡県等の一部の都道府県立特別支援学校への区域外就学は、 

   保護者が小・中学校院内学級等を通じて直接申請する方法をとっているため、事前 

   に本教育委員会へ確認すること。 
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⑶ 本県に住所のある特別支援学校の児童生徒を、県外の市区町村立特別支援

学校又は小・中学校院内学級等に就学させようとするときの手続 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

① 特別支援学校長は、在学する児童生徒で、入院等により県外の市区町村立特別支援学

校及び小・中学校院内学級等へ就学させようとするときは、速やかに、本県教育委員会

にそのことを通知する。                           （様式 15） 

 

② ①の通知を受けた本県教育委員会は、通知を受けた児童生徒の住所のある市町村教育

委員会に対し、速やかに、その氏名と転学先となる学校名等を通知する。  （様式 16） 

    

③ ②の通知を受けた市町村教育委員会は、他都道府県の市区町村教育委員会と協議する。 

 

④ ②の通知を受けた市町村教育委員会は、他都道府県の市区町村教育委員会と取り交わ

した「区域外就学」に関する書類の写しを速やかに本県教育委員会に提出する。     

                                

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 県 

教 委 

（施行令第６条の２ 第１項）   （施行令第６条の２ 第２項）       （施行令第９条） 

④ 

特別支援 

学校長 

本  県 

市町村 

教  委 

他県等 

の市町 

村教委 

① 

③ ② 

（教育事務所経由） 
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⑷ 他都道府県に住所のある児童生徒を、本県の特別支援学校に就学させよう 

とするときの手続 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 住所が他都道府県にある児童生徒の保護者は、その児童生徒の住所のある市区町村教

育委員会に「区域外就学承諾願」を申請する。 

 

② ①の願を受けた他都道府県教育委員会・他市区町村教育委員会は、本県教育委員会に

「区域外就学承諾願」を通知する。 

  なお、学齢簿の謄本及び障がいの状態を示す資料等を添付する。    

 

③ ②の通知を受けた本県教育委員会は、その児童生徒の住所のある都道府県教育委員会

に対し、その氏名、学校名及び・入学期日を通知する。同時にその児童生徒の住所のあ

る他市町村教育委員会及び保護者に対し、他県教育委員会を経由して、区域外就学を承

諾する旨を通知する。                         （様式 33） 

（様式 34） 

  （様式 35） 

 

④ 県教育委員会は、③と同時にその児童生徒が就学すべき本県の特別支援学校長に対し、

その氏名と入学期日を通知する。                           （様式 36） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者 

（他県等） 

本県特別支援学校長 

（施行令第１７条） 

他都道府県 

教委・他市 

町村教委 

 

他市町村 

教  委 

 

保護者 

 

 

本 県 

教 委 

 

他の都道

府県教委 

④ 

①       ②      

③ 
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10 区域外就学児童生徒の退学の手続 

 

⑴ 本県から他の都道府県立特別支援学校に区域外就学をしている児童生徒が

退学するときの手続 
 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 本県に住所のある児童生徒が、区域外就学をしている他の都道府県立特別支援学校を

退学するときは、他の都道府県の教育委員会から、その旨の通知を受ける。 

 

② ①の通知を受けた本県教育委員会は、通知を受けた児童生徒の住所のある市町村教育

委員会に対し、速やかに、区域外就学児童生徒の退学を通知する。     （様式 37） 

 

③ ②の通知を受けた市町村教育委員会は、通知を受けた児童生徒の保護者に対し、速や

かに、就学させるべき学校名と入学期日を通知する。    

 

④ ②の通知を受けた市町村教育委員会は、通知を受けた児童生徒を就学させる小・中学

校長に対し、速やかに、その氏名、学校名及び入学期日を通知する。 

 

 

 

（注） 

〇 ②の通知を受けた市町村教育委員会が、通知を受けた児童生徒を認定特別支援 

   学校就学者と認めた場合、特別支援学校への転学手続を行う。 

〇 他都道府県から本県の市町村教育委員会に直接「区域外就学児童生徒の退学」の

通知があったときは、市町村教育委員会は、県教育委員会に対し、その旨を通知す

る。 

 

 

 

 

他の都道府県教委 市町村教委 本県教委 

小 ・ 中 学 校 長 

保 護 者 
（施行令第１８条） 

③ 

④ 

①       ② 

2 

27



⑵ 本県から他都道府県の市区町村立特別支援学校又は小・中学校の院内学級 

等に区域外就学している児童生徒が退学し、本県の特別支援学校に転入する 

ときの手続 

 

 
 
 
 
 
 
 

① 本県に住所のある児童生徒が、区域外就学をしている県外の市区町村立特別支援学校

又は小・中学校の院内学級等を退学し、特別支援学校に転入するときは、特別支援学校

長は県教育委員会に対して前籍校の在学証明書及び診断書等を添付して、その旨を通知

する。                                （様式 38） 

 

② ①の通知を受けた県教育委員会は、通知を受けた児童生徒の住所のある市町村教育委

員会に対し、速やかに、特別支援学校への転入を通知する。        （様式 39） 

 

③ ②の通知を受けた市町村教育委員会は、当該児童生徒を認定特別支援学校就学者と認

めた場合、県教育委員会に対し、速やかに、特別支援学校への転学を通知する。 

なお、学齢簿の謄本を添付する。                    （様式 11） 

 

④ ③の通知を受けた県教育委員会は、通知を受けた児童生徒について、速やかに、その

保護者に対し、学校名と入学期日を通知する。             （様式 ３） 

 

⑤ 県教育委員会は、④の通知と同時に、通知を受けた児童生徒について、速やかに、そ

の児童生徒の住所のある市町村教育委員会に対し、その氏名、学校名及び入学期日を通

知する。                              （様式 ４） 

 

⑥ 県教育委員会は、④の通知と同時に、通知を受けた児童生徒について、速やかに、そ

の者が就学する特別支援学校の校長に対し、その氏名と入学期日を通知する。 

（様式 12） 

（注）  

○ ②の通知を受けた市町村教育委員会が、通知を受けた児童生徒を認定特別支  

   援学校就学者と認めない場合、小・中学校等への転学手続を行う。 

○ 小・中学校等の児童生徒が、他都道府県の市区町村立特別支援学校又は小・中学 

校院内学級等を退学した場合は、当該市町村教育委員会間で手続を行う。 

特 別 

支 援 

学校長 

① 
他県の 

院内学級 

等を退学 

本県 

教委 

市町村 

教 委 

県 

教 

委 

特別支援学校長 

市 町 村 教 委 

保 護 者 

⑤（施行令第１５条 第１項・２項） 

⑥（施行令第１５条 第１項） 

④（施行令第１４条 第１項・２項） 

（教育事務所経由） 

（施行令第１２条 第２項） 

③ ② 
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⑶ 他都道府県から本県の特別支援学校に区域外就学している児童生徒が退 

学するときの手続 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 

① 他都道府県に住所のある児童生徒が、区域外就学をしている本県の特別支援学校を退

学するときは、当該特別支援学校長は、速やかに、県教育委員会に対し、その旨を通知

する。                               （様式 40） 

 

② ①の通知を受けた県教育委員会は、通知を受けた児童生徒の住所のある他の都道府県

市区町村教育委員会に対し、他の都道府県教育委員会を経由して、速やかに、区域外就

学児童生徒の退学を通知する。                    （様式 41） 
 

 

（注）区域外就学児童生徒の退学通知には、学校からの退学通知の写しと診断書等の写し

を添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別支援 

学校長 

他都道府県 

教   委 
本県教委 

（施行令第１８条） 

他都道府県 

市町村教委 

①                 ② 

2 
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11 他都道府県の特別支援学校に在学する児童生徒の保護者が本県に

住所を異動し転校するときの手続 

                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 

① 他都道府県の特別支援学校に在学する児童生徒が、その保護者の住所異動にともない

本県に転居してきたときは、新住所の市町村教育委員会は、児童生徒を該当の小・中学

校等に転入させ学齢簿を作成する。 

 

② 転入した児童生徒で視覚障がい者等と判断されるときは、その小・中学校長は、速や

かに児童生徒の住所のある市町村教育委員会に対し、その旨を通知する。 （様式 10） 

 

  なお、保護者が本県の特別支援学校への転校を希望し、当該市町村教育委員会が児童

生徒が認定特別支援学校就学者であると認める場合は、この通知を省略することができ

る。 

 

③ 市町村教育委員会は、当該児童生徒を認定特別支援学校就学者と認めた場合、県教育

委員会に対し、速やかに、児童生徒の氏名と特別支援学校に就学させるべき旨を通知す

る。なお、学齢簿の謄本及び障がいの状態を示す資料等を添付する。 

（様式 11）（様式 ６） 

 

④ ③の通知を受けた県教育委員会は、通知を受けた児童生徒について、速やかに、その

保護者に対し、学校名と入学期日を通知する。               （様式 ３） 

 

⑤ 県教育委員会は、④の通知と同時に、通知を受けた児童生徒について、速やかに、そ

の児童生徒の住所のある市町村教育委員会に対し、その氏名、学校名及び入学期日を通

知する。                                                        （様式 ４） 

 

⑥ 県教育委員会は、④の通知と同時に、通知を受けた児童生徒について、速やかに、そ

の者が就学する特別支援学校長に対し、その氏名と入学期日を通知する。  （様式 12） 

 

 

 

本  県 

市町村 

教  委 

特別支援学校長 

（施行令第１２条 第１項） 

④（施行令第１４条 第１項・２項） 

他都道 

府 県 

保護者 

小・中 

学校長 

県 

教 

委 

市町村 

教 委 

（同第２項） 

 

市 町 村 教 委 

保 護 者 

⑤（施行令第１５条 第１項・２項） 

⑥（施行令第１５条 第１項） 

② 

 

① 

 

③

  

3 
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12 特別支援学校に就学する児童生徒の学齢簿の記載に変更又は訂正が

生じた場合の手続 

                                

 
 
 
 
 
 

① 市町村教育委員会は、特別支援学校に就学する者又は、就学している者で、特別支援

学校就学（転学）該当者の通知に添付した学齢簿の謄本に係る学齢簿の原本に加除訂正

を行ったときは、県教育委員会に対し、その旨を通知する。 

  なお、加除訂正した学齢簿の謄本を添付する。              （様式 42） 

 

② ①の通知を受けた県教育委員会は、特別支援学校長に対し、速やかに、その旨を通知

する。                                    （様式 43） 

 

③ ②の通知を受けた特別支援学校長は、通知に基づき関係書類の訂正を行う。  

 

 

（注） 

  ○ 他市町村へ住所を異動しても転校しない場合は、手続要領８（２）の手続を行う。 

○ 小・中学校等に在籍する児童生徒で、他都道府県の特別支援学校に区域外就学を 

している者の学齢簿の加除訂正があったときは、本手続きによらず、保護者が他都 

道府県の特別支援学校へ訂正事項を直接申し出ることとする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 町 村 教 委 特別支援学校長 県教委 

（施行令第１３条） 

（教育事務所経由）  
        

2 

①            ② 

2 

③ 

2 
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13 特別支援学校小学部又は中学部の全課程を修了した者の通知 

                                

 
 
 
 
 

                                                         

※ 特別支援学校長は、特別支援学校の小学部又は中学部の全課程を修了した者の氏名を 

 その者の住所のある市町村教育委員会に速やかに通知する。       （様式 44） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

特別支援学校長 市町村教育委員会 

（施行令第２2 条） 

       
       

2 
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14 出席が良好でない児童生徒についての通知 

                                 

 
 
 
 
 
 

※ 特別支援学校長は、その学校に在学する児童生徒が、休業日を除き引き続き７日間出

席せず、その他の出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて

保護者に正当な事由がないときは、速やかに、その旨を児童生徒の住所のある市町村教

育委員会に通知する。                                    （様式 45） 

  

 

（注）併せて、通知の写しを県教育委員会へ送付し、報告すること。 

特別支援学校長 市町村教育委員会 

（施行令第２０条） 

       
       

2 
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Ⅳ 様 式 





（様式 １） 満６歳になった者が入学するときの市町村教育委員会用 

 

  号   

令和 年 月 日   

 

  宮崎県教育委員会教育長 殿                                 

                                                       （市町村）教育委員会教育長 

                             （ 公 印 省 略 ） 

 

 

特 別 支 援 学 校 就 学 該 当 者 の 通 知 

 

 

  このことについて、学校教育法施行令第１１条第１項及び第２項の規定により、下記の 

とおり通知します。                       

                      記 

 

      令和   年度 入学児童名簿 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
フリガナ 

 
児 童 氏 名 

性 

別 

生年月日 
（和暦） 

年 

齢 
保護者氏名  〒 

保護者の現住所 

障がい 
 

の別 
備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 
   年 

 月 日 

     

２ 

        

３ 

        

 

 

（注） (1) 「年齢」の欄は、入学年度の４月１日現在で記入すること。 

       (2) 「障がいの別」の欄には、「視覚障がい・聴覚障がい・知的障がい・肢体不自由・病

弱」の別を記入すること。 

        (3) 「備考」の欄には、入学希望の学校名等を記入し、入学後の配慮事項（訪問教育が望

ましい等）や、通学形態（寄宿舎、施設入所、自宅から通学等）も記入すること。 

        (4) 学齢簿の謄本を添付すること。 

    (5) 次の障がいの状態を示す資料を添付すること。 

①障害者手帳（身体障害者手帳又は療育手帳）又は診断書の写し 

②市町村教育委員会の判断資料又は個人調書（様式６） 

        (6) 人数が多い場合は、「別紙」とすること。 
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（様式 ２） 満６歳になった者が入学するときの市町村教育委員会用 

（住所変更により、新たに満６歳児の認定特別支援学校就学者があった場合） 

 

  号   

令和 年 月 日   

 

  宮崎県教育委員会教育長 殿                                 

                                                       （市町村）教育委員会教育長  

（ 公 印 省 略 ） 

                                           

 

特 別 支 援 学 校 就 学 該 当 者 の 通 知 

 

 

  このことについて、学校教育法施行令第１１条の３第１項の規定により下記のとおり通 

知します。                    

                      記 

 

      令和   年度 入学児童名簿 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
フリガナ 

 
児 童 氏 名 

性 

別 

生年月日 
（和暦） 

年 

齢 

保護者氏名 
 〒 

保護者の現住所 

障がい 
 

の別 
備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 
   年 

月 日 

     

２ 
        

３ 
        

 

 

（注） (1) 「年齢」の欄は、入学年度の４月１日現在で記入すること。 

       (2) 「障がいの別」の欄には、「視覚障がい・聴覚障がい・知的障がい・肢体不自由・病

弱」の別を記入すること。 

        (3) 「備考」の欄には、入学希望の学校名等を記入し、入学後の配慮事項（訪問教育が望

ましい等）や、通学形態（寄宿舎、施設入所、自宅から通学等）も記入すること。 

        (4) 学齢簿の謄本を添付すること。 

    (5) 次の障がいの状態を示す資料を添付すること。 

①障害者手帳（身体障害者手帳又は療育手帳）又は診断書の写し 

②市町村教育委員会の判断資料又は個人調書（様式６） 

        (6) 人数が多い場合は、「別紙」とすること。 
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（様式 １ 記載例） 満６歳になった者が入学するときの市町村教育委員会用 

 

 

特 別 支 援 学 校 就 学 該 当 者 の 通 知 

 

  このことについて、学校教育法施行令第１１条第１項及び第２項の規定により、下記の 

 とおり通知します。          

                      記 

      令和○年度 入学児童名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
フリガナ 

 
児 童 氏 名 

性
 
別 

生年月日 
（和暦） 

年
 
齢 
保護者氏名 

 〒 
保護者の現住所 

障がい 
 

の別 
備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 
○○ ○○ 

○○ ○○ 
男 
令和○年 

○月○日 
６ ○○ ○○ 

 〒○○○-○○○○ 

 ○○市○○町○○番地 

知的 

障がい 

都城きりしま支援学校 

自宅から通学 

２ 
○○ ○○ 

○○ ○○ 
女 
令和○年 

○月○日 
６ ○○ ○○ 

 〒○○○-○○○○ 

 ○○市○○町○○番地 

知的 

障がい 

児湯るぴなす支援学校 

訪問教育 

３ 
○○ ○○ 

○○ ○○ 
男 
令和○年 

○月○日 
６ ○○ ○○ 

 〒○○○-○○○○ 

 ○○市○○町○○番地 

 ○○団地○棟○○号 

肢体 

不自由 

清武せいりゅう支援学校 

こども療育センター入所 

４ 
○○ ○○ 

○○ ○○ 
女 
令和○年 

○月○日 
６ ○○ ○○ 

 〒○○○-○○○○ 

 ○○市○○町○○番地 病弱 

赤江まつばら支援学校 

訪問教育 

         

 

(注) 現住所は、学齢簿の通り記載すること。 

 

 

（様式 ２  記載例）住所変更により、新たに満６歳児の認定特別支援学校就学者があった場合 

 

 

特 別 支 援 学 校 就 学 該 当 者 の 通 知 

 

  このことについて、学校教育法施行令第１１条の３第１項の規定により、下記のとおり 

 通知します。          

                      記 

      令和○年度 入学児童名簿 

 

      ※以下の内容は上記表と同様 
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（様式 ３）  保護者への入学期日等の通知 

 

10295－        

令和 年 月 日   

 

  （保護者） 様 

 

                                                    宮崎県教育委員会教育長   

（ 公 印 省 略 ） 

 

入 学 期 日 等 の 通 知 

 

 

このことについて、下記のとおり決定しましたので、学校教育法施行令第１４条第１項 

及び第２項の規定によりお知らせします。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児 童 生 徒 氏 名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生 年 月 日 （ 和 暦 ）      年    月    日 

入 学 す べ き 学 校 等 宮崎県立     学校        学部   年 

学 校 の 所 在 地 

   〒  

入  学  期  日 令 和     年    月    日 

備     考 

 

 

 

 

（文書取扱  特別支援教育課） 
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（様式 ４） 市町村教育委員会への就学通知 

 

10295－       

令和 年 月 日   

  （市町村）教育委員会教育長 殿 

 

 

                                                         宮崎県教育委員会教育長  

（ 公 印 省 略 ） 

 

特 別 支 援 学 校 へ の 就 学 通 知 

 

 

  このことについて、学校教育法施行令第１５条第１項及び第２項の規定により、下記の 

とおり通知します。 

 

記 

 

     令和   年度 入学児童生徒名簿 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
フリガナ 

 
児童生徒氏名 

性
 
別 

生年月日 
（和暦） 

年
 
齢 
保護者氏名 

障がい 
 

の別 
就学すべき学校名 

学部 
 

学年 

入 学 
 

期 日 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

  
   年 

 月 日 

      

２ 

         

３ 

         

 

 

 

 

 

                                                                      

 

（文書取扱  特別支援教育課） 
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（様式 ５）  特別支援学校への就学通知 

 

10295－       

令和 年 月 日   

  ○○○○支援学校長 殿 

 

 

                                                             教  育  長   

 

 

 

特 別 支 援 学 校 へ の 就 学 通 知 

 

 

  このことについて、学校教育法施行令第１５条第１項の規定により下記のとおり通知し 

ます。      

 

 

記 

 

     令和 年度 入学児童生徒名簿 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
フリガナ 

 
児童生徒氏名 

性
 
別 

生年月日 
（和暦） 

年
 
齢 
保護者氏名 

 〒 
保護者の住所 

学部 
 

学年 

入 学 
 

期 日 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

  
   年 

 月 日 

     

２ 

        

３ 

        

 

 

 

 

 

 

（文書取扱  特別支援教育課）  

 

 

 

（注） 人数が多い場合は、「別紙」とすること。 
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（様式 ６）  特別支援学校へ就学・転学する児童生徒の個人調書 

 

特別支援学校へ就学・転学する児童生徒の個人調書 

（市町村）教育委員会  令和  年  月  日   作成  

ふりがな 

児童生徒氏名 

 

 

 

男 

女 

生年月日 

（和暦） 

年齢 

    年  月  日 

            歳 

保護者氏名 
 

 
続   柄 

 

 

保護者住所 
〒 

児

童

生

徒

の

様

子 

所  属  等 

    市・町・村 立       学校    第    学年    組 

１ 通常の学級 ２ 通級による指導（ 言語 情緒 弱視 難聴 LD・ADHD ） 

３  特別支援学級（ 知的 自情 弱視 難聴 病弱 肢体不自由 ） 

障 が いの 

状 況 等 

障がい名 
 

 
診 断 名 

 

 

検 査 名 
 

 
療育手帳

及び障が

い者手帳

等（写を添

付するこ

と) 

療育手帳  有 ・ 無 ・ 申請中 

           Ａ ・ Ｂ１ ・ Ｂ２ 

(    年  月  日交付) 

検 査 の 

結  果 

 

 

 

     年 月実施 

検査者等（      ） 

身体障害者手帳  有・無 

（ 第   種     級 ） 

(   年  月  日交付) 

障がいの状態

及び 

教育的ニーズ 

 

                                                    

 

就

学

に

関

す

る

意

見

・

判

断 

本人・保護者 

の   意   見 

 

 

 

教育支援委員
会等の意見 

 
 
 

教育的ニーズ
・必要な支援 
についての合  
意形成の概要 

 

 

 

 

市 町 村 教 育
委 員 会 の 
総 合 的 判 断 

 

 

 

 

  (注) 児童相談所による指導方針書、市町村教育支援委員会等の答申等を参考に正確に記入する 

   こと。なお、児童相談所による指導方針書の写しは提出しないこと。 
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（様式 ６  記載例）  特別支援学校へ就学・転学する児童生徒の個人調書 

 

特別支援学校へ就学・転学する児童生徒の個人調書 

○○○教育委員会  令和○○年○○月○○日 作成 

ふりがな 

児童生徒氏名 

みやざき たろう 

宮 崎 太 郎 
男 

女 

生年月日 

年  齢 

（和暦） 

令和○○年○○月○○日 

          ○○歳 

保護者氏名 宮 崎 一 郎 続   柄 父 

保護者住所 
〒○○○-○○○○ 

○○郡○○町大字○○ ○○○番地○  （学齢簿のとおり記載すること） 

児

童

生

徒

の

様

子 

所  属  等 

○○ 市・町・村 立   ○○ 学校  第 ○ 学年 ○ 組 

１ 通常の学級 ２ 通級による指導（ 言語 情緒 弱視 難聴 LD・ADHD ） 

３  特別支援学級（ 知的 自情 弱視 難聴 病弱 肢体不自由 ） 

障 が いの 

状 況 等 

障がい名 知的障がい 診 断 名 ダウン症候群 

検 査 名 田中ビネーⅤ 
療育手帳

及び障が

い者手帳

等（写を添

付す るこ

と) 

療育手帳  有 ・ 無 ・ 申請中 

           Ａ ・ Ｂ１ ・ Ｂ２ 

(令和○年○月○日交付) 

検 査 の 

結  果 

中度の知的発達の遅れ 

特別な教育課程での学習

が望まれる。 

令和６年５月実施 

検査者等 

（中央児童相談所） 

身体障害者手帳  有・無 

（ 第   種     級 ） 

(   年  月  日交付) 

障がいの状態 

及び 

教育的ニーズ 

 友だちと積極的に関わり、一緒に活動することを好むが、教科学習面で困難な課

題が多くなり、自信をなくしている。授業への参加を拒む様子が見られるようにな

っている。 

就

学

に

関

す

る

意

見

・

判

断 

本人・保護者 

の   意   見 

 これまでは、社会性の発達から地域の小学校での指導を望んでいたが、児童の特

性に応じた指導を望むようになり、現在は知的障がい特別支援学校への就学を希望

している。 

教育支援委員
会等の意見 

知的障がい特別支援学校において指導を受けることが望ましい。 

教育的ニーズ
・必要な支援 
についての合  
意形成の概要 

 知的発達に中度の遅滞が見られ、特別な指導が必要であること、対人関係、社会

性等については、少人数の中での丁寧な個別の指導により今後の発達が大いに期待

できる。 

市 町 村 教 育
委 員 会 の 
総 合 的 判 断 

 知的障がい特別支援学校への転学が適当であると判断した。 
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（様式 ７） 小学校等を卒業する者が、特別支援学校中学部へ就学するときの学校用 

 

号  

令和 年 月 日  

 

  （市町村）教育委員会教育長 殿 

 

                                                           （市町村）立小学校名  

                                学 校 長 名  

（ 公 印 省 略 ）   

 

 

特別支援学校中学部への就学該当者の通知  

 

 

 

  このことについて、下記のとおり通知します。          

 

記 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
フリガナ 

 
児 童 氏 名 

性
 
別 

生年月日 
（和暦） 

年
 
齢 

学
 
年 
保護者氏名 

 〒 
保護者の現住所 

障がい 
 
の別 

備 考 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１   
 年 

 月 日 
      

２          

３          

 

 

 

（注） (1) 「年齢」の欄は、入学年度の４月１日現在で記入すること。 

       (2) 「障がいの別」の欄には、「視覚障がい・聴覚障がい・知的障がい・肢体不自由・病弱」

の別を記入すること。 

        (3) 「備考」の欄には、入学希望の学校名等を記入し、入学後の配慮事項（訪問教育が望ま

しい等）や、通学形態（寄宿舎、施設入所、自宅から通学等）も記入すること。 

       (4) 障がいの状態を示す資料の添付について、各市町村教育委員会に確認すること。 

        (5) 人数が多い場合は、「別紙」とすること。 
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（様式 ８） 小学校等を卒業する者が、特別支援学校中学部へ就学するときの市町村教育委員会用 

 

号  

令和 年 月 日  

  宮崎県教育委員会教育長 殿                              

    

（市町村）教育委員会教育長  

（ 公 印 省 略 ）   

 

 

特別支援学校中学部への就学該当者の通知 

 

 

  このことについて、学校教育法施行令第１１条の２の規定により、下記のとおり通知 

します。                

  なお、当該児童の学齢簿の謄本を添付します。 

 

記 

 

   令和  年度 入学生徒名簿 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
フ リ ガ ナ 

 
児 童 氏 名 

性 
 
別 

生年月日 
（和暦） 

年 
 
齢 

現在の 
 

学校名 

学 
 
年 
保護者氏名 

〒 
保護者の現住所 

障がい 
 
の別 

備 考 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１   
  年 

 月 日 
 

  立 

学校 
     

２           

３           

 

（注） (1) 「年齢」の欄は、入学年度の４月１日現在で記入すること。 

       (2) 「障がいの別」の欄には、「視覚障がい・聴覚障がい・知的障がい・肢体不自由・病弱」

の別を記入すること。 

        (3) 「備考」の欄には、入学希望の学校名等を記入し、入学後の配慮事項（訪問教育が望ま

しい等）や、通学形態（寄宿舎、施設入所、自宅から通学等）も記入すること。 

        (4) 学齢簿の謄本を添付すること。 

    (5) 次の障がいの状態を示す資料を添付すること。 

①障害者手帳（身体障害者手帳又は療育手帳）又は診断書の写し 

②市町村教育委員会の判断資料又は個人調書（様式６） 

        (6) 人数が多い場合は、「別紙」とすること。 
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（様式 ７ 記載例） 小学校等を卒業する者が、特別支援学校中学部へ就学するときの学校用 

 

特別支援学校中学部への就学該当者の通知  

 

  このことについて、下記のとおり通知します。  

 

記 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

№ 
フ リ ガ ナ 

 
児 童 氏 名 

性
 
別 

生年月日 
（和暦） 

年
 
齢 

学
 
年 
保護者氏名 

 〒 
保護者の現住所 

障がい 
 
の別 

備 考 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

１ 
○○ ○○ 

○○ ○○ 
女 
平成○年

○月○日 
12 ６ ○○ ○○ 

〒○○○-○○○○ 

○○市○○町○○番地 

知 的 

障がい 

みやざき中央 

支援学校 

中学部 

自宅から通学 

          

 

(注) 現住所は、学齢簿のとおり記載すること。 

 

 

（様式 ８   記載例）  小学校等を卒業する者が、特別支援学校中学部へ就学するときの 

市町村教育委員会用 

 

特別支援学校中学部への就学該当者の通知 

 

  このことについて、学校教育法施行令第１１条の２の規定により、下記のとおり通知 

します。       

  なお、当該児童の学齢簿の謄本を添付します。 

 

記 

 

     令和   年度 入学生徒名簿 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

№ 
フ リ ガ ナ 

 
児 童 氏 名 

性 
 
別 

生年月日 
（和暦） 

年 
 
齢 

現在の 
 

学校名 

学 
 
年 
保護者氏名 

〒 
保護者の現住所 

障がい 
 
の別 

備 考 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

１ 
○○ ○○ 

○○ ○○ 
女 
令和○年

○月○日 
12 
○○市立 

○小学校 
６ ○○ ○○ 

〒○○○-○○○○ 

○ ○ 市 ○ ○ 町 

○○番地 

知 的 

障がい 

みやざき 

中央支援 

学校 

中学部 

自宅から

通学 

           

 

 

(注) 現住所は、学齢簿のとおり記載すること。 
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 （様式 ９）  特別支援学校中学部への就学通知 

 

10290－       

令和 年 月 日  

  ○○○○支援学校長 殿 

 

 

                                                              教   育   長  

 

 

特 別 支 援 学 校 中 学 部 へ の 就 学 通 知 

 

 

  このことについて、学校教育法施行令第１５条第１項の規定により、下記のとおり通知 

します。                                             

 

記 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

№ 
フリガナ 

 
児童生徒氏名 

性
 
別 

生年月日 
（和暦） 

年 
 
齢 

現在の 
 

学校名 

学 
 
年 
保護者氏名 

 〒 
保護者の住所 

学部 
 
学年 

入 学 
 

期 日 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１   
 年 

 月 日 
 

立 

学校 
     

２           

３           

  

 

   

 

 

 

 

 

 

（文書取扱  特別支援教育課）  
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（様式 10） 小・中学校等で視覚障がい者等になった児童生徒があったときの学校用 

 

号   

令和 年 月 日   

 

  （市町村）教育委員会教育長 殿 

 

                                                            (市町村)立学校名 

                                 学  校  長  名  

（ 公 印 省 略 ）   

 

 

視覚障がい者等となった児童生徒の通知 

 

 

 

  このことについて、学校教育法施行令第１２条第１項の規定により、下記のとおり通知し 

ます。                

 

記 

 

 

№ 
フリガナ 

児童生徒氏名 

性 

別 

生年月日 

（和暦） 

年

齢 

学

年 
保護者氏名 

 〒 

保護者の現住所 

障がい

の別 
備 考 

 

１   
 年 

月 日 
      

２          

３          

 

 

（注） (1) 「障がいの別」の欄には、「視覚障がい・聴覚障がい・知的障がい・肢体不自由・病弱」 

        の別を記入すること。 

        (2) 「備考」の欄には、入学希望の学校名、入学期日等を記入し、入学後の配慮事項（訪問

教育が望ましい等）や、通学形態（寄宿舎、施設入所、自宅から通学等）も記入するこ

と。 

        (3) 障がいの状態を示す資料の添付について、各市町村教育委員会に確認すること。 

    (4) 入院による転学の場合は、診断書の写しを添付すること。 

        (5) 人数が多い場合は、「別紙」とすること。 
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（様式 11）  小・中学校等から特別支援学校へ転学するときの市町村教育委員会用 

 

号   

令和 年 月 日   

 

  宮崎県教育委員会教育長 殿                                 

 

                                                       （市町村）教育委員会教育長  

 （ 公 印 省 略 ） 

 

 

特 別 支 援 学 校 へ の 転 学 該 当 者 の 通 知 

 

 

  このことについて、学校教育法施行令第１２条第２項の規定により、下記のとおり通 

知します。                

  なお、当該児童生徒の学齢簿の謄本を添付します。 

 

記 

 

 

№ 
フリガナ 

児童生徒氏名 

性

別 

生年月日 

（和暦） 

年

齢 

現在の 

学校名 

学

年 
保護者氏名 

〒 

保護者の現住所 

障がい

の別 
備 考 

 

１   
 年 

月 日 
 

  立 

 学校 
     

２           

３           

  

 

 

（注） (1) 「障がいの別」の欄には、「視覚障がい・聴覚障がい・知的障がい・肢体不自由・病弱」 

      の別を記入すること。 

        (2) 「備考」の欄には、入学希望の学校名、入学期日等を記入し、入学後の配慮事項（訪問 

      教育が望ましい等）や、通学形態（寄宿舎、施設入所、自宅から通学等）も記入すること。 

        (3) 学齢簿の謄本を添付すること。 

    (4) 次の障がいの状態を示す資料を添付すること 

①障害者手帳（身体障害者手帳又は療育手帳）又は診断書の写し 

②市町村教育委員会等の判断資料又は個人調書（様式６） 

        (5) 入院による転学の場合は、診断書の写しを添付すること。 

    (6) 人数が多い場合は、「別紙」とすること。 
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（様式 10 記載例） 小・中学校等で視覚障がい者等になった児童生徒があった学校用 

 

視覚障がい者等となった児童生徒の通知 

 

  このことについて、学校教育法施行令第１２条第１項の規定により、下記のとおり通知 

します。                

記 

 

 

№ 
フリガナ 

児童生徒氏名 

性 

別 

生年月日 

（和暦） 

年

齢 

学

年 
保護者氏名 

 〒 

保護者の現住所 

障がい

の別 
備 考 

 

１ 
○○ ○○ 

○○ ○○ 
女 
平成○年 

○月○日 
9 ４ ○○ ○○ 

〒○○○-○○○○ 

○○市○○町○○番地 

知的 

障がい 

みやざき中央

支援学校 

小学部 

９月１日転入 

２          

 

(注) 現住所は、学齢簿のとおり記載すること。 

 

（様式 11 記載例）  小・中学校等から特別支援学校へ転学するときの市町村教育委員会用 

 

特 別 支 援 学 校 へ の 転 学 該 当 者 の 通 知 

 

  このことについて、学校教育法施行令第１２条第２項の規定により、下記のとおり通知 

します。                

  なお、当該児童生徒の学齢簿の謄本を添付します。 

 

記 

 

 
№ 

フリガナ 

児童生徒氏名 

性

別 

生年月日 

（和暦） 

年

齢 

現在の 

学校名 

学

年 
保護者氏名 

〒 

保護者の現住所 

障がい

の別 
備 考 

 

１ 
○○ ○○ 

○○ ○○ 
女 
平成○年 

○月○日 
9 
○○市立 

○○小学校 
４ ○○ ○○ 

〒○○○-○○○○ 

○○市○○町 

○○番地 

知的 

障がい 

みやざき

中央支援

学校 

小学部 

9月 1日

転入 

２           

 

(注) 現住所は、学齢簿のとおり記載すること。 

48



（様式 12）  特別支援学校への転学通知 

 

10295－       

令和 年 月 日   

  ○○○○支援学校長 殿 

 

 

                                                             教  育  長  

 

 

特 別 支 援 学 校 へ の 転 学 通 知 

 

 

  このことについて、学校教育法施行令第１５条第１項の規定により、下記のとおり通知 

します。                                             

 

記 

 

 

 

№ 
フリガナ 

児童生徒氏名 

性

別 

生年月日 

（和暦） 

年

齢 

現在の 

学校名 

学

年 
保護者氏名 

〒 

保護者の現住所 

学部

学年 

入学 

期日 

 

１   
 年 

月 日 
       

２           

３           

 

 

   

 

 

 

 

 

 

（文書取扱  特別支援教育課）  
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（様式 13）  小・中学校等から特別支援学校へ転学するときの学校用 

（障がいの状態等の変化による転学） 

 

号   

令和 年 月 日   

  （市町村）教育委員会教育長 殿 

 

                                                             (市町村)立学校名 

                                  学  校  長  名  

（ 公 印 省 略 ）  

 

   視覚障がい等がある児童生徒の障がいの状態等の変化による特別支援学校 

への転学に係る通知 

 

  このことについて、学校教育法施行令第１２条の２第１項の規定により、下記のとおり 

通知します。 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児 童 生 徒 氏 名                                  （ 性別 ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生 年 月 日 （ 和 暦 ）        年    月    日  

在 籍 立     学校     第   学年 

保 護 者 氏 名  

保 護 者 の 住 所 
 〒 

 

希 望 す る 学 校  

理 由  

 

（注）  (1) 障がいの状態を示す資料の添付について、市町村教育委員会に確認すること。 

(2) 理由については、「障がいの状態の変化」「教育上必要な支援の内容の変化」「支援体制 

の整備状況の変化」「その他の事情」等の観点を踏まえ、具体的な状況を記入すること。 
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（様式 14） 小・中学校等から特別支援学校へ転学するときの市町村教育委員会用 

（障がいの状態等の変化による転学） 

 

号   

令和 年 月 日   

 

  宮崎県教育委員会教育長 殿 

 

                                                     （市町村）教育委員会教育長  

（ 公 印 省 略 ）  

 

   視覚障がい等がある児童生徒の障がいの状態等の変化による特別支援学校 

への転学に係る通知 

 

  このことについて、学校教育法施行令第１２条の２第２項の規定により、下記のとおり 

通知します。                                 

記 

     

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児 童 生 徒 氏 名                  （ 性別 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生 年 月 日 （ 和 暦 ）         年    月    日 

在 籍 （市町村）立     学校   第  学年 

保 護 者 氏 名  

保 護 者 の 住 所 
 〒 

 

希 望 す る 学 校  

理 由  

転 学 予 定 日 令 和     年    月    日 

 

 （注） (1) 転学予定日は、在籍校の転出日を記入すること。 

    (2) 次の障がいの状態を示す資料を添付すること 

① 障害者手帳（身体障害者手帳又は療育手帳）又は診断書の写し 

② 市町村教育委員会等の判断資料又は個人調書（様式６） 

(3) 理由については、「障がいの状態の変化」「教育上必要な支援の内容の変化」「支援体 

制の整備状況の変化」「その他の事情」等の観点を踏まえ、具体的な状況を記入すること。 
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（様式 15） 特別支援学校から小・中学校等への転学 

（視覚障がい者等でなくなった者） ※他都道府県へ区域外就学した場合も同じ 

 

号  

令和 年 月 日  

   教 育 長  殿                                 

 

                                                         ○○○○支援学校  

                                                        校長        

（ 公 印 省 略 ）  
 

 

転 出 通 知 

 

 

  このことについて、学校教育法施行令第６条の２第１項の規定により、下記のとおり通 

知します。                                

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児 童 生 徒 氏 名                     （ 性別 ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生 年 月 日 （ 和 暦 ）         年    月    日 

在 籍 宮崎県立     学校        学部   年 

保 護 者 氏 名  

保 護 者 の 住 所 
 〒 

 

理 由 

（例） 上記の者は、令和 年 月 日から本校に在学中であっ 

  たが、別添資料（診断書等）のとおり症状軽快したため。  

 （前籍校    立    学校） 

転 学 予 定 日 令 和     年    月    日 

 

 

                                  

（注） (1) 転学予定日は、在籍校の転出日を記入すること。 

(2)  転学の理由に応じて関係書類を添付すること。 

        （診断書、校内就学支援委員会等の資料等） 
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（様式 16） 市町村教育委員会に対する特別支援学校からの転学通知 

（視覚障がい者等でなくなった者） 

 

10295－       

令和 年 月 日   

 

  （市町村）教育委員会教育長 殿 

 

                                                        宮崎県教育委員会教育長  

（ 公 印 省 略 ）  

 

特 別 支 援 学 校 か ら の 転 学 通 知 

 

 

  このことについて、学校教育法施行令第６条の２第２項の規定により、下記のとおり通 

知します。                                 

記 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

児 童 生 徒 氏 名                    （ 性別 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生 年 月 日 （ 和 暦 ）         年    月    日 

在 籍 宮崎県立     学校          学部    年 

保 護 者 氏 名  

保 護 者 の 住 所 
 〒 

 

理 由  

転 学 予 定 日 令 和     年    月    日 

 

 

（文書取扱  特別支援教育課）  
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（様式 17）  特別支援学校から小・中学校等へ転学するときの学校用 

（障がいの状態等の変化による転学） 

 

号  

令和 年 月 日  

   教 育 長  殿                                 

 

                                                       ○○○○支援学校  

                                       校長        

（ 公 印 省 略 ）  

 

   特別支援学校在籍児童生徒の障がいの状態等の変化による小・ 

   中学校等への転学に係る通知 

 

  このことについて、学校教育法施行令第６条の３第１項の規定により、下記のとおり 

通知します。                                

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児 童 生 徒 氏 名             （ 性別 ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生 年 月 日 （ 和 歴 ）       年    月    日 

在 籍 宮崎県立     学校        学部   年 

保 護 者 氏 名   

保 護 者 の 住 所 
 〒 

 

理 由  

 

                                  

（注）(1) 転学の理由に応じて関係書類を添付すること。 

（診断書又は校内教育支援委員会等の判断資料等） 

      (2) 理由については、「障がいの状態の変化」「教育上必要な支援の内容の変化」「支援体制

の整備状況の変化」「その他の事情」等の観点を踏まえ、具体的な状況を記入すること。 
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（様式 18） 市町村教育委員会に対する特別支援学校からの転学通知 

（障がいの状態等の変化による転学） 

 

10295－      

令和 年 月 日  

 

  （市町村）教育委員会教育長 殿 

 

                                                       宮崎県教育委員会教育長 

（ 公 印 省 略 ）  

                                                   

                   

   特別支援学校在籍児童生徒の障がいの状態等の変化による小・ 

   中学校等への転学に係る通知 

 

このことについて、学校教育法施行令第６条の３第２項の規定により、下記のとおり、 

当該特別支援学校より通知があったことを通知します。  

                                

記 

 

 
児 童 生 徒 氏 名              （ 性別 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生 年 月 日 （ 和 暦 ）       年    月    日 

在 籍 宮崎県立     学校          学部    年 

保 護 者 氏 名  

保 護 者 の 住 所 
 〒 

 

理 由  

    

                                  （文書取扱  特別支援教育課）  
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（様式 19）  市町村教育委員会から県教育委員会に行う特別支援学校への継続就学通知 

 

号  

令和 年 月 日  

 

  宮崎県教育委員会教育長 殿 

 

                                                       （市町村）教育委員会教育長  

（ 公 印 省 略 ）   

 

特 別 支 援 学 校 へ の 継 続 就 学 通 知 

 

 

このことについて、学校教育法施行令第６条の３第３項の規定により、下記のとおり、 

当該特別支援学校に引き続き就学することが適当と認めますので、通知します。 

 

記 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

児 童 生 徒 氏 名              （ 性別 ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生 年 月 日 （ 和 暦 ）       年    月    日 

在 籍 宮崎県立     学校          学部    年 

保 護 者 氏 名  

保 護 者 の 住 所 
 〒 

 

理 由  

 

 

 

  

（注） (1) 特別支援学校への継続就学の理由に応じて関係書類を添付すること。 

（市町村教育委員会の判断資料又は個人調書（様式６）） 

       (2) 理由については、「障がいの状態」「教育上必要な支援の内容」「支援体制の整備状況

の変化」「その他の事情」等の観点を踏まえ、具体的な状況を記入すること。 
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（様式 20）  県教育委員会から特別支援学校に出す継続就学通知 

 

10295－       

令和 年 月 日   

  ○○○○支援学校長 殿 

 

 

                                                             教  育  長   

 

 

特 別 支 援 学 校 へ の 継 続 就 学 通 知 

 

 

  このことについて、下記のとおり当該市町村教育委員会より、特別支援学校に引き続き 

 就学することが適当と認める旨、通知がありましたので、学校教育法施行令第６条の３第 

 ４項の規定により通知します。 

 

記 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

   

児 童 生 徒 氏 名              （ 性別 ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生 年 月 日 （ 和 暦 ）       年    月    日 

在 籍 宮崎県立     学校          学部    年 

保 護 者 氏 名  

保 護 者 の 住 所 
 〒 

 

理 由 

 

 

    

 

 

 

（文書取扱  特別支援教育課）  
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（様式 21）  同一市町村内での転居又は住所はそのままで、特別支援学校間の転校を希望する 

保護者用 
 

令和 年 月 日   

 

 宮崎県教育委員会教育長  殿 

 

                                        〒○○○-○○○○ 

                                                      住     所 

                           保護者氏名 
 

 

学 校 指 定 変 更 願 

 

 

  下記の者の学校指定の変更についてお願いします。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児 童 生 徒 氏 名                  （ 性別 ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生 年 月 日 （ 和 暦 ） 年   月   日 

在  籍 宮崎県立   学校   学部   年 

希 望 す る 学 校 名   

転 校 後 の 住 所 
 〒 

 

理 由  

転 学 予 定 日 令 和   年   月   日 

  

（注）  (1) 転学予定日は、在籍校を転出する日を記入すること。 

(2)  転学の理由に応じて関係書類を添付すること。 

        （診断書又は校内教育支援委員会等の判断資料等） 

(3) 保護者氏名は自署すること。 
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（様式 22）  保護者への特別支援学校間の転校通知（住所を異動しない場合） 

 

10295－      

令和 年 月 日  

 

 （保護者）  様 

 

                                                         宮崎県教育委員会教育長 

（ 公 印 省 略 ）    

 

学 校 指 定 変 更 通 知 

 

 

  令和 年 月 日付で申請のあった標記について、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児 童 生 徒 氏 名  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生 年 月 日 （ 和 暦 ） 年    月    日 

指定校の変更 

新 

学 校 名          （令和 年 月 日 から在籍） 

 

所 在 地 

 

旧 学 校 名           （令和 年 月 日 まで在籍） 

入 学 期 日 令 和     年    月    日 

備 考  

 

  

 

（文書取扱  特別支援教育課） 
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（様式 23）  市町村教育長及び特別支援学校長への特別支援学校間の転校通知 

（住所を異動しない場合） 

 

10295－       

令和 年 月 日   

  市町村教育委員会教育長  殿  

   （ 新旧の○○○○支援学校長 殿 ） 

 

                                                        宮崎県教育委員会教育長 

（ 公 印 省 略 ）    

                                                                       （教  育  長） 

                                  

 

学 校 指 定 変 更 通 知 

 

 

  就学すべき学校を下記のとおり変更しますので、学校教育法施行令第１６条の規定によ 

りお知らせします。 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児 童 生 徒 氏 名 （ 性別 ）   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 部 ・ 学 年 学部       年 

生 年 月 日 （ 和 暦 ）        年    月    日 

保 護 者 氏 名  

保 護 者 の 住 所 
 〒 

 

指定校の変更 

新 学 校 名         （令和 年 月 日 から在籍） 

旧 学 校 名          （令和 年 月 日 まで在籍） 

入 学 期 日 令 和     年    月    日 

備 考  

                                                                   （文書取扱 特別支援教育課） 
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（様式 24）  他の市町村へ住所を異動し、転校を希望する特別支援学校用 
 

令和 年 月 日   

 

  教  育  長   殿 

 

                                     ○○○○特別支援学校 

                               校長         

                                （ 公 印 省 略 ）  
 

 

児童生徒の転学について（通知） 

 

 

  このことについて、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児 童 生 徒 氏 名                  （ 性別 ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生 年 月 日 （ 和 暦 ） 年   月   日 

在  籍 宮崎県立   学校   学部   年 

希 望 す る 学 校 名   

転 校 後 の 住 所 
 〒 

 

理 由  

転 学 予 定 日 令 和   年   月   日 

  

（注）  

⑴ 転学予定日は、在籍校を転出する日を記入すること。 

⑵ 障がいの状態を示す資料を添付すること。 

（障害者手帳（身体障害者手帳又は療育手帳）又は診断書の写し） 
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（様式 25）  他の市町村へ住所を異動し、特別支援学校への転校に関する通知 
 

10295－       

令和 年 月 日   

  （新住所の市町村）教育委員会教育長 殿 

    

 

 

                                                         宮崎県教育委員会教育長   

                                                                        （ 公 印 省 略 ） 
 

 

児童生徒の転学について（通知） 

 

 

  このことについて、別添（写し）のとおり、○○○○支援学校から通知がありましたの 

で、関係書類を送付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文書取扱 特別支援教育課 ） 
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（様式 26）  他都道府県特別支援学校への区域外就学を希望する保護者用 

 

                                                                    令和 年 月 日   

 

  （他都道府県）教育委員会教育長 殿 

 

                     

                         保護者氏名（自署） 

 

区 域 外 就 学 承 諾 願 

 

  下記の者を区域外就学させたいので、学校教育法施行令第１７条の規定によりお届けし 

ます。 

つきましては、承諾くださるようお願いします。 

 

記 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児 童 生 徒 氏 名               （ 性別 ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生 年 月 日 （ 和 暦 ）    年    月    日 

在 籍 立     学校       学部   年 

保 護 者 氏 名  

保 護 者 の 住 所 

 〒 

希 望 す る 学 校 名  （ 他都道府県 ）立      学校 

理 由 

 

 

 

 （注） (1) 障がいの状態が分かる資料（診断書等）を添付すること。 

     (2) 区域外就学希望の理由に応じて関係書類を添付すること。 

              （入院等による場合は、診断書等） 

(3) 未就学児で新入学予定の者が区域外就学をする場合は、「在籍」欄に「未就学」と記入 

すること。 
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（様式 27）  小・中学校から他都道府県への区域外就学承諾願の市町村教育委員会用  

 

号   

令和 年 月 日   

 

 

  宮崎県教育委員会教育長 殿                                 

 

 

                                                       （市町村）教育委員会教育長   

（ 公 印 省 略 ）   

 

 

区域外就学承諾願について（通知） 

 

 

  このことについて、保護者から申請がありましたので、別添のとおりお知らせします。 

 なお、当該児童生徒の学齢簿の謄本及び関係書類を添付します。 
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（様式 28）  他都道府県への区域外就学承諾願の特別支援学校用  

 

号  

令和 年 月 日  

 

 

  教 育 長  殿                                 

   （（市町村）教育委員会教育長 殿） 

                                                          ○○○○特別支援学校 

                                                         校長          

（ 公 印 省 略 ）   

 

 

区域外就学承諾願について（通知） 

 

 

  このことについて、保護者から申請がありましたので、別添のとおりお知らせします。 

   なお、当該児童生徒の障がいの状態を示す資料を添付します。 
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（様式 29）  他都道府県教育長への区域外就学承諾願の送付  
 

 10295－      

  令和 年 月 日  

 

 

  （他都道府県）教育委員会教育長  殿 

 

 

                                                          宮崎県教育委員会教育長 

                                （公 印 省 略） 

 

 

 

区域外就学承諾願の送付について（依頼） 

 

 

  このことについて、保護者から別添のとおり申請がありましたので、関係資料を添えて 

 送付します。 

   つきましては、当該児童生徒の区域外就学を承諾くださるようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文書取扱 特別支援教育課 ） 

 

66



（様式 30）  他都道府県からの区域外就学承諾通知 

 

10295－       

令和 年 月 日   

  （市町村）教育委員会教育長 殿 

   （ ○○○○支援学校長 殿 ） 

 

 

                                                         宮崎県教育委員会教育長   

                                                                        （公 印 省 略） 

   （ 教 育 長 ）  
 

 

区域外就学承諾について（通知） 

 

 

このことについて、別添（写し）のとおり（他都道府県）教育長から通知がありました 

ので、関係書類を送付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 文書取扱 特別支援教育課 ） 
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（様式 31）  特別支援学校長から市町村教育委員会教育長への区域外就学承諾願通知  

 

号   

令和 年 月 日   

 

 

  （市町村）教育委員会教育長  殿 

                                 

 

                                                         ○○○○特別支援学校 

                                                       校長         

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

区域外就学承諾願について（通知） 

 

 

  このことについて、保護者から申請がありましたので、別添写しのとおりお知らせします。 

   なお、当該児童生徒の学齢簿の謄本を県教育委員会へ送付くださいますようお願いします。 
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（様式 32）  市町村教育委員会教育長から県教育委員会への区域外就学手続に係る書類送付  

 

号   

令和 年 月 日   

 

 

  宮崎県教育委員会教育長 殿                                 

 

 

                                                       （市町村）教育委員会教育長   

（ 公 印 省 略 ）      

 

 

区域外就学手続に係る関係書類の送付について  

 

 

  このことについて、当該特別支援学校から通知がありましたので、当該児童生徒の学齢 

 簿の謄本を添付します。 
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（様式 33） 他都道府県教育長への区域外就学承諾通知 
 

10295－       

令和 年 月 日   

  

 

  （他都道府県）教育委員会教育長  殿 

 

                                                         宮崎県教育委員会教育長  

                               （ 公 印 省 略 ）  

 

 

区 域 外 就 学 承 諾 通 知 

 

 

  このことについて、下記のとおり承諾します。 

  つきましては、当該市区町村教育委員会教育長及び保護者へ関係書類を送付くださるよ 

 うお願いします。 

 

記 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

児 童 生 徒 氏 名               （ 性別 ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生 年 月 日 （ 和 暦 ）    年    月    日 

保 護 者 氏 名  

保 護 者 の 住 所 

  〒 

就 学 す べ き 学 校 等 宮崎県立      学校        学部   年 

学 校 の 所 在 地 

  〒 

入 学 期 日 令 和     年    月    日 

備 考  

 

                                                 

   （文書取扱 特別支援教育課 ） 
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（様式 34） 他都道府県の市区町村教育委員会教育長への区域外就学承諾通知 

 

10295－       

令和 年 月 日   

   

（他都道府県市区町村）教育委員会教育長  殿 

 

                                                         宮崎県教育委員会教育長 

                               （ 公 印 省 略 ）  

 

区 域 外 就 学 承 諾 通 知 

 

  このことについて、下記のとおり承諾します。 

 

記 
 

児 童 生 徒 氏 名               （ 性別 ） 

生 年 月 日 （ 和 暦 ）    年    月    日 

保 護 者 氏 名  

保 護 者 の 住 所 

  〒 

就 学 す べ き 学 校 等 宮崎県立      学校        学部   年 

学 校 の 所 在 地 

  〒 

入 学 期 日 令 和     年    月    日 

備 考  

 

 

                                                    

（ 文書取扱 特別支援教育課 ） 
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（様式 35） 他都道府県の保護者への区域外就学承諾通知 

 

10295－       

令和 年 月 日   

 

  （保護者） 様 

 

                                                         宮崎県教育委員会教育長 

（ 公 印 省 略 ）     

 

区 域 外 就 学 承 諾 通 知 

 

 

 令和 年 月 日付けで申請のありました区域外就学について、下記のとおり承諾します。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児 童 生 徒 氏 名   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生年月日（和暦）    年    月    日 

入 学 す べ き 学 校 宮崎県立      学校        学部   年 

学 校 の 所 在 地 

  〒 

入 学 期 日 令 和     年    月    日 

備 考  

 

 

（ 文書取扱 特別支援教育課 ） 

 

72



（様式 36）  特別支援学校への区域外就学児童生徒の入学通知 

 

10295－      

令和 年 月 日  

   ○○○○支援学校長 殿 

                                                               

教  育  長    

 

 

区域外就学児童（生徒）の入学通知 

 

 

  このことについて、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

 ア   令和  年度 入学児童名簿 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

№ 
フ リ ガ ナ 

 
児 童 氏 名 

性 

別 

生年月日 
（和暦） 

年 
齢 

保護者氏名 
 〒 

保護者の現住所 
 

学校 
 
種別 

備 考 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

１   
  年 

月 日 
     

 

 

 イ 学齢児童生徒 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

№ 
フ リ ガ ナ 

 
児童生徒氏名 

性 
 
別 

生年月日 
（和暦） 

年 
 
齢 

現在の 
 

学校名 

学 
 
年 
保護者氏名 

 〒 
保護者の住所 

学部 
 
学年 

入 
学 
期 
日 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

１   
  年 

月 日 
 

(他都道  

府県 )立 

学校 

     

 

 

                                                                   

                                                                      （ 文書取扱 特別支援教育課 ） 
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（様式 37）  市町村教育委員会への区域外就学児童生徒の退学通知 

 

10295－        

令和 年 月 日   

 

  （市町村）教育委員会教育長 殿 

 

 

                                                        宮崎県教育委員会教育長  

                               （ 公 印 省 略 ） 

 

 

区域外就学児童（生徒）の退学通知 

 

 

  このことについて、別添写しのとおり（他都道府県）教育委員会から通知がありました 

のでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文書取扱  特別支援教育課） 
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（様式 38）  他都道府県の市区町村に転院等のため区域外就学をしていた者が復帰する場合 

 

号   

令和 年 月 日   

  教 育 長  殿 

 

                                                         ○○○○特別支援学校 

                                                        校長         

（ 公 印 省 略 ）  

 

他 県 か ら の 転 入 通 知 

 

 

  このことについて、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児 童 生 徒 氏 名           （ 性別 ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生 年 月 日 （ 和 暦 ）    年    月    日 

他都道府県での在籍 （他都道府県市区町村）立     学校   学部  年 

保 護 者 氏 名  

保 護 者 の 住 所 

 〒 

理 由  

転 入 期 日 令 和     年    月    日 

 

 

（注） 他都道府県市区町村立学校長が保護者に発行した「在学証明書」及び「診断書等の写し」を 

   添付すること。 
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（様式 39）  市町村教育委員会へ出す他都道府県市区町村からの転入通知 

 

10295－       

令和 年 月 日   

 

  （市町村）教育委員会教育長 殿 

 

                                                       宮崎県教育委員会教育長 

                                    （ 公 印 省 略 ） 

 

特別支援学校への転学について（依頼） 

 

  このことについて、別添写しのとおり（      ）学校から通知がありました。 

  つきましては、学校教育法施行令第１２条第２項の規定により、当該児童生徒の学齢 

簿の謄本を添付の上、「特別支援学校への転学通知」を提出願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文書取扱  特別支援教育課） 
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（様式 40）  他都道府県からの区域外就学児童生徒が転出する場合 

 

号   

令和 年 月 日   

 

  教 育 長  殿                                 

                                                         ○○○○特別支援学校 

                                                        校長         

（ 公 印 省 略 ）  

 

区 域 外 就 学 児 童 生 徒 の 退 学 通 知 

 

 

 このことについて、学校教育法施行令第１８条の規定により、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

児 童 生 徒 氏 名            （ 性別 ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生 年 月 日 （ 和 暦 ）    年     月     日 

保 護 者 氏 名  

保 護 者 の 住 所 

〒   

在 籍 宮崎県立        学校         学部   年 

学 校 の 所 在 地 

 〒 

退 学 期 日 令 和     年    月    日 

退 学 の 理 由  
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（様式 41）  他都道府県からの区域外就学児童生徒が退学する場合 

 

10295－       

令和 年 月 日   

 

 

  （他都道府県）教育委員会教育長  殿 

 

                                                         宮崎県教育委員会教育長  

                                     （ 公 印 省 略 ） 

 

区 域 外 就 学 児 童 生 徒 の 退 学 通 知 

 

 

このことについて、（    ）支援学校から別添写しのとおり通知がありましたので 

送付します。 

   つきましては、（関係市町村）教育委員会への通知をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    （ 文書取扱  特別支援教育課 ） 
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（様式 42） 学齢簿の加除訂正通知の市町村教育委員会用 

 

号   

令和 年 月 日   

 

  宮崎県教育委員会教育長 殿                                 

 

                                                       （市町村）教育委員会教育長  

（ 公 印 省 略 ）    

 

特別支援学校就学者の学齢簿の加除訂正について（通知）  

 

 

   学校教育法施行令第１３条の規定により、下記の者の学齢簿を加除訂正したので通知 

します。 

 

記 
 

児 童 生 徒 氏 名                                    （ 性別 ） 

在 籍 学 校 名   

学齢簿登載の年月日 令 和     年    月    日 

加 除 訂 正 年 月 日 令 和     年    月    日 

加 除 訂 正 事 由  

加 除 訂 正 内 容   

 （注）(1) 訂正された学齢簿の謄本を添付すること。 

    (2) 学齢簿登載の年月日は小学校入学年月日とする。 
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（様式 43） 特別支援学校への学齢簿の加除訂正の通知 

 

10295－       

令和 年 月 日   

  ○○○○支援学校長 殿 

 

 

                                                             教  育  長  

 

 

特別支援学校就学者の学齢簿の加除訂正について（通知） 

 

 

  このことについて、別添写しのとおり通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     （ 文書取扱  特別支援教育課 ） 
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（様式 44）  市町村教育委員会への全課程の修了者通知 

 

号   

令和 年 月 日   

 

  （市町村）教育委員会教育長 殿 

 

 

                                                         県立○○○○支援学校  

                                                        校長       

（ 公 印 省 略 ）   

 

 

令和 年度  学部の全課程の修了者の通知 

 

 

  このことについて、学校教育法施行令第２２条の規定により、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

証書番号 
児童生徒氏名 
生 年 月 日 
（和暦） 

性 
 
別 

課程を修了 
 

し た 学 部 
保護者氏名 現 住 所 

進路及び今後の措置 
 

に関する校長の所見 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

       

       

 

  

 

  （注） 人数が多い場合は、「別紙」とすること。 
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（様式 45） 市町村教育委員会への出席不良等児童生徒の通知 

 

号   

令和 年 月 日   

 

  （市町村）教育委員会教育長 殿 

 

 

                                                         県立○○○○支援学校 

                                                        校長         

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

出 席 不 良 等 の 児 童 生 徒 の 通 知 

 

 

  このことについて、学校教育法施行令第２０条の規定により、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

児 童 生 徒 氏 名             （ 性 別 ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

在 籍 宮崎県立     学校        学部   年 

保 護 者 氏 名  

保 護 者 の 住 所 

 〒 

出 席 不 良 の 状 況  

学 校 の と っ た 措 置  

                                                                                                  

                                                    （文書取扱  特別支援教育課） 
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